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●対象となる事業（申請手続き早見表） 
 

以下の早見表で「開発事業」の項目に該当する場合、本書の手続きが必要になります。 

 

 

 

○：手続き必要 ×：手続き不要 

開発区域※１ 

の面積 
計画内容 

市条例の申請区分 都市計画法 

に基づく 

開発許可※５ 
小規模※２ 

開発事業 

 

開発事業 

市

街

化

区

域 

５００㎡ 

以上 

戸建住宅 ○※３ 
○※３ 

○ 

（要相談） 
戸建住宅以外 × 

５００㎡ 

未満 

戸建住宅 
３戸以上 ○※４ ○※４ 

× 

３戸未満  ○ × 

共同住宅、 

長屋、寄宿舎 

６戸以上 × ○ 

６戸未満  ○ × 

建築物の延べ面積が５００㎡

以上 
× ○ 

位置指定道路を築造する開発

行為 

○ 

（要相談） 
○ 

上記以外の建築物      ○ × 

市街化調整区域 要相談 要相談 要相談 

 

※１ 開発区域 

継続的又は一体的に行われる土地を含みます。 

※２ 小規模開発事業 

     開発事業の手続きとは別に、小規模開発事業の手続きが必要になる場合があり

ます。 

※３ 戸建住宅（１戸） 

開発区域が５００㎡以上で、かつ、１戸の場合は「開発事業」の手続きのみ必

要（小規模開発事業は不要）になります。 

※４ 戸建住宅（３戸以上） 

     分譲住宅で３戸以上の場合は、「開発事業」の手続き後に、「小規模開発事

業」の手続きが必要になります。 

※５ 都市計画法に基づく開発許可 

     開発事業の手続きとは別に、都市計画法に基づく開発許可等が必要になる場合

があります。 
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●審査基準 

 
「三郷市開発事業等の手続等に関する条例」、「同条例施行規則」、「関係する規則

等」を審査項目毎に掲載しています。 

 
➢早見表 及び 担当課         ・・・ ４ページ 

➢道路の整備             ・・・ ６ページ 

➢照明施設 及び 交通安全施設の整備  ・・・ ８ページ 

➢雨水流出抑制施設の整備       ・・・１１ページ 

➢雨水排水施設の整備         ・・・１８ページ 

➢公共下水道（汚水）の整備      ・・・１８ページ 

➢公園の整備             ・・・１９ページ 

➢緑地の整備             ・・・２２ページ 

➢清掃施設の整備           ・・・３１ページ 

➢上水道の整備            ・・・３５ページ 

➢消防水利施設等の整備        ・・・３６ページ 

➢自動車駐車場及び自転車駐車場の整備 ・・・６１ページ 

➢地域コミュニティへの配慮      ・・・６４ページ 

➢都市景観創出への配慮        ・・・６４ページ 

➢中高層建築物            ・・・６４ページ 

➢公害防止 及び 環境への配慮     ・・・６５ページ 

➢循環型まちづくりへの配慮      ・・・６７ページ 

➢福祉のまちづくりへの配慮      ・・・６７ページ 

➢その他（浄化槽処理の排水先）    ・・・６７ページ 

➢最低敷地面積                    ・・・６８ページ 
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➢早見表 及び 担当課 
 

担当課の連絡先は、９４ページをご覧ください。 
○：該当あり 

×：該当なし 

審査項目 建築物の用途 

該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
担当課  

細目 
戸建住宅 
(分譲住宅

含む) 

共同住宅 

長屋 

寄宿舎 

その他 
(住宅以外) 

道路の整備 

道路 ○ 

６ 道路課 

出入口 ○ 

照明施設 及び 照明施設 ○ 

８ 生活安全課 
交通安全施設 

の整備 
交通安全施設 ○ 

雨水流出抑制施設

の整備 
雨水流出抑制施設

の整備の基準 
○ １１ 河川課 

雨水排水施設 

の整備 
雨水排水施設 ○ １８ 

道路課 

河川課 

農業振興課 

公共下水道(汚水)

の整備 
公共下水道の布設 ○ １８ 下水道課 

公園の整備 公園の整備の基準 

○ 
（開発区域 3000 ㎡以上

の場合） 
× １９ 

みどり 

公園課 

緑地の整備 植栽地の基準 × ○ ２２ 

清掃施設の整備 ごみ集積所の基準 ○ × ３１ 
クリーン 

ライフ課 

上水道の整備 
給水装置の整備基

準等 
○ ３５ 施設課 
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担当課の連絡先は、９４ページをご覧ください。 
○：該当あり 

×：該当なし 

審査項目 建築物の用途 

該当 

ﾍﾟｰｼﾞ 
担当課  

細目 
戸建住宅 
(分譲住宅

含む) 

共同住宅 

長屋 

寄宿舎 

その他 
(住宅以外) 

消防水利施設等の

整備 

消火栓 

○ 
（開発区域 500 ㎡以上

3000 ㎡未満の場合） 
○ 

３６ 警防課 防火水槽 

○ 
（開発区域 3000 ㎡以上

の場合） 
○ 

消防活動用空地及

びその進入路 

○ 
（地上４階以上又は軒高１０ｍを超え

る場合） 

自動車駐車場 及び 自動車駐車場 及び ○ 

６１ 生活安全課 
自転車駐車場 

の整備 

自転車駐車場の設

置の基準 
× ○ 

地域コミュニティ

への配慮 
 ○ × ６４ 開発指導課 

都市景観創出 

への配慮 
 ○ ６４ 

都市 

デザイン課 

中高層建築物 
中高層建築物への

配慮 
○ ６４ 開発指導課 

公害防止 及び 

環境への配慮 

ア イ ド リ ン グ ス

トップ実施におけ

る別に定める基準 
○ ６５ 

クリーン 

ライフ課 循環型まちづくり

への配慮 
 ○ ６７ 

福祉のまちづくり

への配慮 
 × ○ ６７ 開発指導課 

その他 
浄化槽処理水の排

水先 
○ ６７ 

道路課 

河川課 

農業振興課 

最低敷地面積  ○ ６８ 開発指導課 
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➢道路の整備 

条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 道路は、アスファルト舗装

その他の安全で円滑な交通

に支障をきたさない構造と

し、かつ、適切な横断勾配

及び縦断勾配を設けるもの

とする。 

 

２ 道路は、側溝、集水ます等

の設置その他排水について

適切な措置を講じるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 安全で円滑な交通に支障を

きたさない適切な自動車の

出入口を設置すること。 

 

４ 建基法第４２条第２項及び

第３項の規定による道路後

退が必要となる場合は、後

退部分を道路敷地として確

保し、当該後退部分を道路

管理者に寄付するよう努め

るものとする。 

 

５ 位置指定道路の築造は、建

基法及び建築基準法施行令

に定めるもののほか、規則

で定める基準により行うも

のとする。 

道路 

１ 別に定める構造により、不等沈下等のないよう舗装を施し、安全

で円滑な通行を確保しなければならない。 

 

２ 道路上には、電柱その他交通の障害となる施設を設けてはならな

い。 

 

３ 道路排水施設は、両側（開発区域が道路の片側のみに接する場合

は、その接する側のみ）に設けるとともに蓋をかけることとす

る。 

 

４ 道路境界は、第三者が確認できるよう明確にしなければならない

ものとする。 

 

５ 市に引き継ぐ道路の形状は、公道（国道、県道及び市道として管

理されている道路をいう。以下同じ。）から公道へ通り抜けられ

るものとする。 

 

６ 位置指定道路を築造するときは、アスファルト舗装等の構造と

し、三郷市道路の位置の指定、変更及び廃止の取扱基準（平成２

２年告示第３１６号）によるものとする。 

出入口 

１ 自動車の出入口の用に供する歩道部分（道路からの出入りする部

分を除く。以下「出入口」という。）の構造は、次に掲げるとお

りとする。 

(1) 出入口の構造は、埼玉県道路設計基準を標準とする。 

(2) 出入口の設置工事に伴い、側溝又は地先境界ブロック等の取替

又は補強が必要となる場合は、これらも併せて行うこととし、

その構造は、別に定める基準のとおりとする。 

(3) 出入口を設置する者は、道路法第２４条の承認を受けて工事を

行うこと。 

 

２ 出入口の設置数は、同一敷地について１箇所とすること。ただ

し、交通処理上等の理由により特に必要と認められる場合には、

出入口の内側から内側までの間隔が原則として８メートル以上と

するときに限り、２箇所とすることができる。 

 

３ 出入口は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 出入口の設置場所は、次に掲げる場所以外で道路交通上最も支

障が少ないと認められる場所に設置すること。ただし、市長が

周囲の状況からやむを得ないと認める場合は、カに規定する場

所を除き、設置をすることができる。 

ア 道路の交差部、接続部又は屈曲部から５メートル以内の場所 

イ 横断歩道（停止線）から５メートル以内の場所 

ウ バス停から１０メートル以内及びバス停車帯の場所 

エ 消防用施設の設置場所から５メートル以内の場所 

オ 火災報知機の設置場所から１メートル以内の場所 

カ 法令等により自動車の横断が禁止されている場所 
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(2) 出入口は、隣接敷地との境界から４メートル以上かつ既存の出

入口から８メートル以上の間隔を保った場所に設置するよう努

めること。ただし、隣接する敷地において別個に出入口の設置

が計画されている場合には、共同の出入口１箇所とする検討を

するよう努めること。 

(3) 出入口は、街路樹、大型標識、道路照明灯その他の道路施設を

移設する必要のない場所に設置すること。ただし、やむを得な

い理由により道路施設の移設を行う場合は、出入口を設置する

者の費用負担とすること。 

 

４ 設置する出入口の開口部の幅及び構造は、次の表を標準とする。 

自動車の区分 開口部の幅 構造 

小
型
自
動
車 

長さ ４．７メートル以下 ４．２メー

トル以下 

道路に側溝

を設置する

こと。 

幅 １．７メートル以下 

最小回

転半径 

６．０メートル以下 

大
型
自
動
車 

長さ 
４.７メートル超～ 

１２．０メートル以下 

８．０メー

トル以下 

暗渠及び両

端集水ます

を設置する

こと。 
幅 

１．７メートル超～ 

２．５メートル以下 

最小回

転半径 

６．０メートル超～ 

１２．０メートル以下 

備考 

１ 出入口が水路を横断する場合は、別途協議するものとする。 

 

２ 駐車台数が１０台以上の出入口は、暗渠及び両端集水ますを

設置するものとする。 

 

３ この表の区分に該当しない自動車（はしご付消防自動車を含

む。）については、軌跡図に基づき開口部の幅を１２．０メー

トル以内で決定するものとする。 

 

５ 公共用又は事業用の目的で多数の自動車を通行させるために出入

口を設置する場合は、歩道内の自動車の通行若しくは駐車又は自

動車の歩道内へのはみ出しを防止するための施設（車止め、柵

等）を開発区域の敷地内に設置するものとする。 

 

６ 出入口の廃止に伴い歩道の原状回復が必要となった場合には、出

入口を設置する者は、道路法第２４条の承認を受けて工事を行う

ものとする。 

 

７ 出入口は、その独占的な使用権を設定するものではないため、他

の通行の妨害とならないよう十分配慮して設置するものとする。 
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➢照明施設及び交通安全施設の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

歩行者等の通行の安全を確保

するため、開発区域内道路、

開発区域に接する道路その他

市長が必要と認める場所に、

道路照明灯及び防犯灯の照明

施設並びに道路反射鏡、防護

柵及び路面標示の交通安全施

設を設置するものとする。 

ただし、照明施設及び交通安

全施設を設置すべき場所の付

近に必要とされる機能を満た

す既存施設がある場合は、こ

の限りでない。 

照明施設 

照明施設は、三郷市道路照明灯の設置及び管理に関する要綱（平成２

２年告示第７１号）に基づき適切な光源等を選定し整備するものとす

る。 

交通安全施設（道路反射鏡、路面標示） 

１ 道路反射鏡は、三郷市道路反射鏡の設置及び管理に関する要綱

（平成２２年告示第７２号）及び埼玉県道路設計基準により設計及

び整備するものとする。 

２ 路面標示等は、次に掲げる基準によるものとする。 

(1) 区域内道路及び取付道路で道路管理者が交通安全上必要と認め

る場合には、車道中央線及び車道外側線の標示を設けること。 

(2) 区域内道路の交差部又は区域内道路若しくは取付道路と既設道

路との交差部には、原則として停止を促すためのドットライン

による路面標示を設けるものとすること。 

(3) 区域内道路又は取付道路と既設市道との交差部で、既設市道側

に車道外側線がある場合は、交差部の車道外側線を巻き込み線

による外側線交差部標示に変更するものとし、ドットラインに

よる車道外側線を設けること。 

(4) 区域内道路又は取付道路と既設道路の交差部並びに区域内道路

の交差部等において、道路管理者が交通の安全上必要と認める

箇所には、カラー舗装等による標示を設けること。 

 

※ 照明施設（道路照明灯又は防犯灯）に関する手続き（Ｐ９参照） 

【担当課：生活安全課】 

道路照明灯を設置する場合、生活安全課と設置箇所等の協議をお願いします。 

開発道路が市道（市に帰属される道路）となる場合、工事着手前には、道路照明灯設置

工事着手届（様式第１号）を、工事完了後には、道路照明灯設置工事完了届（様式第２

号）を提出する必要があります。 

また、設置した道路照明灯については、市へ寄付する事が出来ます。寄付する際は、道

路照明灯寄附申請書（様式第３号）の提出が必要となります（市長の承認を得てからの寄

付となります）。 

上記申請書類は、市ウェブページ「開発事業等における道路照明灯及び道路反射鏡の設

置に関する手続きについて」でダウンロードできます。 

 なお、開発道路が私道となる場合、届出書等の提出は必要ありませんが、設置にあたっ

ては、設置後の管理も含め町会との協議が必要となります。 

 

※ 交通安全施設（道路反射鏡）に関する手続き（Ｐ１０参照） 

【担当課：生活安全課】 

道路反射鏡を設置する場合、生活安全課と設置箇所等の協議をお願いします。 

開発道路が市道（市に帰属される道路）となる場合、工事着手前には、道路反射鏡設置工

事着手届（様式第１号）を、工事完了後には、道路反射鏡設置工事完了届（様式第２号）

の提出が必要となります。 

また、設置した道路反射鏡については、市へ寄付する事が出来ます。寄付する際は、道

路反射鏡寄附申請書（様式第３号）の提出が必要となります（市長の承認を得てからの寄

付となります）。 
 

8



 

平成 22 年 3 月 19 日 
告示第 71号 

改正 令和 3年 3月 9日告示第 62号 
 

三郷市道路照明灯の設置及び管理に関する要綱 
 

 (目的) 
第１条 この要綱は、道路照明灯の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、その
適正な運用を図り、もって交通の安全確保及び犯罪等の予防に資することを目的とする。 

(定義) 
第２条 この要綱において「道路照明灯」とは、夜間における交通の安全又は犯罪等の予防を図
るため市が主に市道を照らすために設置する照明灯をいう。 

２ この要綱において「道路」とは、道路法(昭和 27年法律第 180 号)第 2 条第 1 項に規定する
道路その他常時一般の通行の用に供されている公道をいう。 

(道路照明灯の設置基準) 
第３条 道路照明灯は、必要に応じ、次に掲げる場所に設置するものとする。 
(1) 道路の交差点、横断歩道又は横断歩道橋付近 
(2) 道路の幅員又は線形が急激に変化する場所 
(3) 見通しの悪い屈曲した場所 
(4) 夜間において交通量が多く、交通上危険な場所 
(5) 通学路等の危険防止のため必要と認められる場所 
(6) その他夜間交通上又は防犯上特に必要と認められる場所 

２ 道路照明灯の設置基準は、次に掲げるところによる。 
(1) 設置方式は、独立式又は共架式とする。 
(2) 光源は、蛍光灯、メタルハライド灯、ナトリウム灯又は LED 灯とする。 

３ 前 2 項に定めるもののほか、道路照明灯の技術的基準については、埼玉県道路設計基準によ
るものとする。 

(開発事業等) 
第４条 三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成 21 年条例第 34号)第 19 条及び第 20 条の

規定により、開発事業等を行う事業者(以下「開発事業者」という。)が市道に道路照明灯を設
置する場合は、設置する道路の交通安全上の重要性、歩行者数、交通量、周辺環境の明るさ等
の状況を総合的に勘案し、効果が十分に発揮できる照度を確保するものとする。 

２ 開発事業者が道路照明灯を設置するときは、工事着手前においては、道路照明灯設置工事着
手届(様式第 1号)を、工事完了後においては、道路照明灯設置工事完了届(様式第 2号)をそれ
ぞれ市長に提出しなければならない。 

(寄附) 
第５条 前条の規定により設置した道路照明灯については、開発事業者の申出により、市長の承
認を得て、市に寄附することができる。この場合においては、道路照明灯寄附申請書(様式第
3号)を市長に提出するものとする。 

(維持管理) 
第６条 市長は、道路照明灯の適正な維持管理を図るため、定期的に巡回を行い、道路照明灯の
故障等を発見したときは、速やかに修復するものとする。 

２ 市長は、道路照明灯台帳等を整備し、維持管理に必要な事項を記録するものとする。 
(その他) 
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
この要綱は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。ただし、第 5条及び第 6条の規定は、平成 23
年 1月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3年 3月 9日告示第 62号) 
この告示は、令和 3年 4月 1日から施行する。

9



 

平成２２年３月１９日 
三郷市告示第７２号 

   三郷市道路反射鏡の設置及び管理に関する要綱 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、道路反射鏡の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、その適正
な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 道路 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道路その他常時一般の通
行の用に供されている公道をいう。 

  (2) 道路反射鏡 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第３４条の３第４号に規定する他の
車両又は歩行者を確認するためのものをいう。 

（設置基準） 
第３条 道路反射鏡は、次の各号のいずれかに該当する場所に設置することができる。 

(1) 道路の湾曲部又は屈曲部において、前方の見通しが悪い場所 
(2) 信号機が設置されていない交差点で左右の見通し又は片方の見通しが悪い場所 
(3) 公共施設の出入口 
(4) その他著しく進行方向の見通しが悪く、かつ危険な場所 

２ 道路反射鏡は、前項に該当する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場所には、原則
として設置しないものとする。 
(1) 私道及び私有地の出入口 
(2) 一時的に見通しの悪い場所 
(3) その他物理的に設置が困難な場所 

３ 道路反射鏡の設置に関する技術的基準については、埼玉県道路設計基準による。 
（設置位置） 
第４条 道路反射鏡の設置位置は、歩行者、車両等の妨げにならない道路部分とする。ただし、道路
の幅員、構造等の理由により道路上に設置できない場合は、当該道路以外の場所（無償で使用する
ことができる場所に限る。）に設置することができる。 

（設置方式） 
第５条 道路反射鏡の設置方式は、独立式又は共架式とする。 
（留意事項） 
第６条 道路反射鏡の設置にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(1) 道路形状等の立地条件を考慮し、車両が安全に走行するために必要な距離を見通すことができ
る等の設置効果が十分に得られること。 

(2) 設置場所に隣接する土地、建物等の利用の妨げとならないこと。 
（開発事業等） 
第７条 三郷市開発事業等の手続等に関する条例（平成２１年条例第３４号）第１９条及び第２０条
の規定により、開発事業等を行おうとする事業者（以下「開発事業者」という。）が道路反射鏡を
設置する場合においては、第３条第１項及び第３項並びに第４条から第６条までの規定を準用する。 

２ 前項の規定により開発事業者が道路反射鏡を設置するときは、工事着手前においては、道路反射
鏡設置工事着手届（様式第１号）を、工事完了後においては、道路反射鏡設置工事完了届（様式第
２号）をそれぞれ市長に提出しなければならない。 

（寄附） 
第８条 前条の規定により設置した道路反射鏡については、開発事業者の申出により、市長の承認を
得て、道路反射鏡寄附申請書（様式第３号）により市に寄附することができる。 

（撤去及び移設） 
第９条 市長は、道路環境の変化等により、設置した道路反射鏡が第３条第１項の設置基準に該当し
ないと認めるときは、当該道路反射鏡を撤去するものとする。 

２ 道路反射鏡の移設を希望する者は、市と協議のうえ、市長の承認を得て、当該移設を希望する者
の費用負担により移設を行うことができる。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、市が
当該移設を行うものとする。 

（維持管理） 
第１０条 市長は、道路反射鏡の適正な維持管理を図るため、定期的に巡回を行い、道路反射鏡の破
損等を発見した場合は、速やかに修復するものとする。 

２ 市長は、道路反射鏡台帳等を整備し、維持管理に必要な事項を記録するものとする。 
（その他） 
第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 附 則 
 この告示は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第７条及び第８条の規定は、平成２３年
１月１日から施行する。 
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➢雨水流出抑制施設の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 開発区域の面積に応じて、次に

掲げる雨水流出抑制の措置を講

じなければならない。ただし、

既に開発事業が行われた区域の

一部増築等、土地区画整理事業

施行区域等における開発事業等

その他規則で定める場合は、こ

の限りでない。 

(1) 開発区域の面積が５００平方

メートル以上１０００平方メ

ートル未満 貯留（浸透）施

設等の設置 

(2) 開発区域の面積が１０００平

方メートル以上１ヘクタール

未満 １ヘクタール当たり５

００立方メートルに相当する

貯留施設の設置。ただし、戸

建住宅の建築を目的とする開

発事業のときは、浸透施設の

設置に代えることができる。 

(3) 開発区域の面積が１ヘクター

ル以上 調整池の計画につい

ての埼玉県と調整 

 

２ 雨水流出抑制施設からの排水

は、適切に流下させる雨水排水

施設に接続しなければならな

い。この場合において、排水先

となる土地及び施設の所有者及

び管理者の了解を得るものとす

る。 

 

３ 植栽地を貯留施設として兼用す

る場合は、別に定める基準によ

るものとする。 

 

４ 雨水流出抑制施設の管理は、原

則として所有者又は事業者が行

うものとする。 

雨水流出抑制施設の整備の基準 

１ 雨水流出抑制施設は、三郷市雨水流出抑制技術基準により整

備を行うものとする。 

 

２ 雨水流出抑制施設の管理は、開発区域の面積が１ヘクタール

以上の雨水流出抑制施設を市に引き継ぐことができる場合に

は、市が行うものとする。 

 

３ 都計法第２９条第１項各号に規定する開発行為以外の開発事

業において、雨水排水を自然流下させる排水先が確保できな

い場合は、市と協議するものとする。 

 

４ 雨水流出抑制施設（雨水浸透ますを除く。）を設ける場合

は、当該施設を示す標識を設置するものとする。 

既に開発事業が行われた区域の一部増築等 

既に開発事業が行われた区域の一部増築等のうち、全体利用敷地

面積が１ヘクタール以上となるものは、一部増築等を行う敷地面

積が１ヘクタール未満の場合であっても、埼玉県と協議するこ

と。 

土地区画整理事業施行区域等における開発事業等 

土地区画整理事業施行区域等とは、次に掲げる区域とする。 

(1) 三郷中央地区土地区画整理事業区域 

(2) 三郷インターＡ地区土地区画整理事業区域 

(3) 三郷インター南部土地区画整理事業区域 

(4) 三郷インター南部南土地区画整理事業区域 

(5) 三郷北部地区土地区画整理事業区域 

(6) さつき平地区地区計画区域 

(7) 戸ヶ崎二丁目地区地区計画区域 

(8) 新三郷ららシティ地区地区計画区域 

 

※特定都市河川浸水被害対策法第３０条の許可が必要な場合、 

必要対策量を比較し、大きい方を採用し対策工事を計画する必要があります。 
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 三郷市雨水流出抑制技術基準 条例第 19 条・条例施行規則第 10 条関係  
○雨水流出抑制対策基準（必要対策量）について 

三郷市内において開発事業を行う場合は、以下の基準により雨水流出抑制 

施設を設置すること。 

 

（雨水流出抑制対策基準） 

開発区域面積 対策基準（必要対策量） 

1.0ha 以上 

 埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例

（平成 18 年埼玉県条例第 20 号）に基づき、

埼玉県県土整備部河川砂防課と協議による。 

0.1ha 以上 1.0ha 未満 
 開発区域面積あたり 500 ㎥/ha に相当する貯留

（浸透）施設を設置すること。 

0.05ha 以上 0.1ha 未満 

 開発区域面積あたり 500 ㎥／ha に相当する貯

留（浸透）施設を設置すること。 

 ただし、敷地内を透水性のある舗装及び集水ま

す（浸透型）を設置する場合は、それに代える

ことができる。 

0.05ha 未満 
 原則、各戸に雨水浸透ます等の貯留施設を設置

すること。 

 

 

○雨水流出抑制施設設置基準について 

０．０５～１．０ha 未満の開発事業における雨水流出抑制施設について 

は、次の基準により設置すること。 
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HWL 

（緑地帯） 

15cm 程度 
GL 25cm程度 

（駐車場） 

 

（雨水流出抑制施設設置基準） 

 

１．雨水流出抑制施設の設置等 

・雨水流出抑制施設は、「貯留型」若しくは、「浸透型」とすること。 

・事業地内からの雨水の流出防止を図るため、出入り口部や隣地境界部に、必要に応じ

て側溝や縁石ブロック等を設置すること。 

 

２．貯留型雨水流出抑制施設の構造等 

・「貯留型」雨水流出抑制施設の構造等は次のとおりとする。 

（平面貯留式） 

事業地内の駐車場、緑地、その他オープンスペース等に雨水を溜める方 

式。 

ア) 駐車場の最大水深は、１５ｃｍ程度とする。 

イ) 緑地帯の最大水深は、２５ｃｍ程度とする。 
ウ) 貯留施設を複数設置する場合は、原則、集水区域を踏まえた配置計画とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（駐車場） 
HWL 

（緑地
帯）

Ｕ字溝･ます等 

（駐車場） 
HWL 

Ｕ字溝･ます等 

（緑地
帯）
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（地下貯留式） 

事業地内に地下構造式の貯留施設を設け、雨水を溜める方式。 

 

・上記の貯留方式の構造等に該当しない場合は、別途河川課と協議により決定するもの

とする。 

 

３．浸透型雨水流出抑制施設の構造等 

・「浸透型」雨水流出抑制施設を設置する場合には、事業地周辺の地下水位の状況を十

分踏まえながら検討する必要があるため、別途河川課と協議により構造等を決定する

ものとする。 

 

４．放流の方法 

・放流量の算定等は次のとおりとする。 

（放流先と放流量） 

ア）放流量を安全に流下することができる放流先を選定する。 

イ）許容放流量は、放流先の河川、水路等の管理者と協議を行い、 

開発区域 1ha あたり 0.05 m 3 /s を上限とする。 

 

雨水流出抑制施設からの放流量（Ｑ’）（単位：㎥／s） 

 Ｑ’＝Ａ×Ｖｃ（Ｖｃ≦0.05）・・・① 

 

この式において、Ａ、Ｖｃは、それぞれ次の数値を表す。 

 Ａ  宅地等以外の土地で行う雨水流出増加行為をする土地の面積（単位：ha） 

 Ｖｃ 放流先水路等の許容比流量（単位：m3/s/ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HWL 

GL 

ｵﾘﾌｨｽ 
ﾎﾟﾝﾌﾟ 

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 

放流先へ 
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（放流断面（オリフィス）の算定） 

ア）放流断面（オリフィス）については、下記の算定式より算出する。 

ただし、計算の結果、放流断面（オリフィス径）が５cm 未満となる 

場合は、詰まり防止を考慮し５㎝とする。 

 

Ｑ’＝ ａ・Ｃ・√２ｇｈ より 

ａ ＝ Ｑ’／Ｃ√２ｇｈ 

 

ａ ：放流断面積（単位：㎡） 

Ｃ ：流量係数 0.6 

Ｑ’：放流量（単位：㎥/s） 

ｇ ：重力加速度 9.8 （単位 m/ s2） 

ｈ ：H.W.L からのオリフィス中心までの水深（m） 

 

イ）自然排水できない場合は、ポンプによる排水も可能とするが、許容 

放流量以下のポンプ若しくは、オリフィスを設置する。 

 

ウ）放流口が２箇所以上となる場合は、各放流口に対する集水区域面積 

により許容放流量を算出する。（上記①の式により、Ａを集水区域 

面積に置き換えて算出） 

 

５．標識の設置 

・雨水流出抑制施設（雨水浸透ますを除く）を設ける場合は、当該施設を示す標識を設

置するものとし、設置に係る基準は次のとおりとする。 

（標識の設置位置） 

標識の設置位置は、原則、雨水流出抑制施設周辺とし、敷地の内外から 

確認できる位置とする。ただし、雨水流出抑制施設の位置により、敷地 

外からの確認が難しい場合は、敷地内から確認できる位置とする。 

（標識の記載内容） 

設置する標識の記載内容については、以下の項目を明示すること。 

ア）貯留施設の容量及び構造の概要等 

イ）施設の管理者及びその連絡先 

ウ）雨水流出抑制施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしよ 

  うとする者は三郷市河川課との協議を要する旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



 

<標識の例> 

・この施設は、三郷市開発事業等の手続等に関する条例第19条に

　係る工事により設置されたものです。

 ・この施設の機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者

　は、三郷市河川課へ協議が必要です。

雨水流出抑制施設

施設の容量及び構造の概要等　：　○○○○㎥
　　　　　　　　　　　　　　　　××××式貯留施設
施設の管理者及び連絡先　　　：　（株）△△△△
　　　　　　　　　　　　　　　　 □□□－□□□－□□□□

約２０ｃｍ

約
１
５
ｃ
ｍ

 
 

６．その他 

・雨水流出抑制施設の維持管理等については、以下に示すとおりとする。 

ア）施設の管理者は、施設の安全管理のため日頃から点検を行うこと。 

イ）施設の機能を維持するために、埋立てや除去、又は形状の変更を行 

う際には、河川課と協議すること。
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７．雨水浸透ます 

・雨水浸透ますの構造については、下記を参考とする。 

 

 <三郷市雨水浸透ます標準構造図> 

 
　　　　　　　（絵柄はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製）

h1：水深（桝高さ-100mm）
h2：砕石高さ（h1+100mm以上）
W ：砕石幅（２ｄ）
※敷砂層厚については、100mm以上
※充填砕石部については、単粒度砕石4号（S-30）とする
※砕石部周辺については、透水（目詰まり）シートを施す
※材質については、ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ製、塩化ﾋﾞﾆﾙ製、ｺﾝｸﾘｰﾄ製などとする

 
 （注意）そのほかメーカーによる基準がある場合には、それに基づき施工 

すること。 
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➢雨水排水施設の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 生活安全上適切な雨水排水施設を整備

すること。 

 

２ 雨水排水施設の整備については、流下

させる雨水排水施設の敷地及び施設の

所有者及び管理者（農業用水の管理者

を含む。）の了解を得なければならな

い。 

 

３ 前項の協議の結果、雨水排水施設を整

備するときは、次に掲げる事項に留意

しなければならない。 

(1) 雨水の排出のための施設を整備する

こと。 

(2) 市が定める雨水排水に関する計画と

の整合を図ること。 

(3) 排水を適切に、流下させる雨水排水

施設に接続すること。 

 

４ 前項の規定により整備する雨水排水施

設及びその管理権は、当該施設をその

所有者又は事業者が管理する場合を除

き、無償で市に引き継ぐものとする。 

雨水排水施設 

１ 雨水排水施設は、開発区域を含む集水区域全体の流出

量から決定した断面、高さ及び勾配を確保すること。 

 

２ 事業者は、流下させる雨水排水施設がすでにある場合

には、開発事業に関連して当該施設の機能を低下させ

ることがないよう適切な措置を講じるものとする。 

 

公共下水道（汚水）の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 都計法、下水道法（昭和３３年法律第

７９号）、三郷市下水道条例（昭和５

７年条例第２０号）及び三郷市下水道

条例施行規則（昭和５７年規則第１９

号）に定める基準に適合する下水道排

水施設を設置しなければならない。 

 

２ 前項の規定により整備する下水道排水

施設（宅内排水設備を除く。）及びそ

の管理権は、当該施設をその所有者又

は事業者が管理する場合を除き、無償

で市に引き継ぐものとする。 

公共下水道の布設 

１ 公共下水道の布設は、三郷市開発者等による公共下水

道布設要綱（昭和５８年告示第２５号）により行うも

のとする。 

 

２ 前項の規定により布設する公共下水道の費用は、事業

者の負担とする。 

 

３ 開発事業による流入量の増加に伴い既設の下水道の管

渠の容量が不足するときは、事業者の負担で市長が指

定する区間の管渠の布設替え等を行うものとする。 
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➢公園の整備 

条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 開発区域の面積が３０００

平方メートル以上の開発事

業の場合は、開発区域の面

積の３パーセント以上で、

かつ、１００平方メートル

以上の規則で定める公園を

整備しなければならない。

ただし、次に掲げる場合

は、この限りでない 

(1) 主として自己の居住の

用に供する住宅の建築

を行う場合 

(2) 土地区画整理事業等を

施行中又は完了した区

域の場合 

(3) 予定建築物の用途が住

宅以外で、市長が特に

公園を整備する必要が

ないと認める場合 

(4) 開発区域周辺に、規則

で定める規模の都市公

園（都市公園法（昭和

３１年法律第７９号）

に定めるものをいい、

土地区画整理事業等の

施行地区内に存する都

市公園を除く。）が存

する場合 

 

２ 前項の規定により整備する

公園及びその管理権は、市

長が認める自主管理公園を

設置した場合を除き、無償

で市に引き継ぐものとす

る。 

公園の整備の基準 

１ 事業者は、自らの費用負担において、別表第５に定める公園施設

設置基準により公園内の施設整備を行うものとする。 

 

２ 公園の位置は、安全で利用しやすい場所とし、原則として幅員４

メートル以上の道路に接するものとする。 

 

３ 公園の敷地は、日照が良好で、整形な土地とすること。 

 

４ 公園の敷地には、ごみ集積所、浄化槽（公園で利用するものを除

く。）、原則として用地の２０パーセント以上を占める地下式の

防火水槽等が設置されていないこと。 

 

５ 公園の出入口は、公園利用者の安全及び利便を考慮して設置し、

１０００平方メートル以上の公園にあっては、２箇所以上設置す

ること。 

 

６ 表土は、廃棄物（塵芥、産業廃棄物、建築物の残材等）の混入が

ないこと。 

 

７ 公園内は、植栽地を除き、真砂土舗装、ダスト舗装又はインター

ロッキング舗装を標準とすること。 

 

８ 排水施設は、公園内の雨水を支障なく排水可能で表土の流出を防

止できる構造とし、公園の出入口部分には側溝及びますを設置す

ること。 

 

９ 排水施設は、地先の道路側溝に接続すること。 

土地区画整理事業等を施行中又は完了した区域 

土地区画整理事業等を施行中又は完了した区域とは、次に掲げるもの

とする。 

(1) 早稲田土地区画整理事業区域 

(2) 三郷中央地区土地区画整理事業区域 

(3) 三郷インターＡ地区土地区画整理事業区域 

(4) 三郷インター南部土地区画整理事業区域 

(5) 三郷インター南部南土地区画整理事業区域 

(6) 三郷北部地区土地区画整理事業区域 

(7) さつき平地区地区計画区域 

(8) 戸ヶ崎二丁目地区地区計画区域 

(9) 新三郷ららシティ地区地区計画区域 

予定建築物の用途が住宅以外で、市長が特に公園を整備する必要がな

いと認める場合 

予定建築物の用途が住宅以外で、市長が特に公園を整備する必要がな

いと認める場合とは、予定建築物の用途が工場、倉庫、店舗及び施行

令第２１条各号（第２６号イ、ロ、ハ及びニを含む。）に掲げる建築

物の場合をいう。 
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開発区域周辺に都市公園が存する場合 

開発区域周辺に都市公園が存する場合とは、開発区域から２５０メー

トル以内に、面積２５００平方メートル以上の永続性が担保された三

郷市が管理する街区公園が既に存する場合又はその整備計画がある場

合をいう。ただし、開発区域から当該街区公園の間に国道、県道及び

河川法第４条第１号に規定する一級河川がある場合は適用しない。 

市長が認める自主管理公園 

１ 自主管理公園とは、次に掲げるものとする。 

(1) 公園の整備の基準に準じて設置されたもの 

(2) 適正に管理された公園として永続的に供用されるもの 

 

２ 前項の自主管理公園は、次に掲げる場合には適用しない。 

(1) 都計法第２９条第１項各号に規定する開発行為 

(2) 戸建て住宅の供給を目的とする開発事業 

 

３ 事業者は、自主管理公園を設置するときは、市長と管理協定を締

結しなければならない。 

 

※ 都市計画法２９条に基づく許可（開発許可）が必要な場合、以下のとおり、基準が強

化されています。 
条例 第１８条関係 基準 

都計法第３３条第３項の

規定による技術的細目の

強化又は緩和 

施行令第２９条の２第１項第５号及び第６号の規定に基づき設

置すべき公園、緑地又は広場の面積の最低限度は、１００平方

メートル以上とする。この場合において、主として住宅の建築

のように供する目的で行う開発行為において設置すべき施設

は、公園に限る。 

都計法 ・・・都市計画法 

施行令 ・・・都市計画法施行令 

開発行為・・・都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為
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別表第５（別表第１関係） 

公園施設設置基準 
 

１ 公園用地の形状は、短い辺の長さが、長い辺の長さの１／３以上かつ７メートル以上とすること。 
２ 公園の出入口には、間口を３メートル以上とし、段差をなくし、可動式で管理車両が通行できる
車止めを設置すること。ただし、公園の出入口が２箇所以上ある場合は、１箇所を可動式とし、それ
以外は固定式とする。 

３ 公園の周囲は、地先境界ブロック等を設置し、生垣又はフェンス等（高さ１.２メートルを標準と
する。）で囲うこと。この場合において、可能な限り生垣とすること。 

４ 公園の境界点には、三郷市管理座標に適合した座標を持たせ、境界杭を設置すること。 
５ 公園の施設内容は、次のとおりとする。 

公 園 面 積 施   設   内   容 

１００平方メートル
以上 
１５０平方メートル
未満 

遊 具 

小型２連ブランコ又は中型すべり台を１基、振動遊具、上
下動遊具等の中から１基以上設置する。この場合におい
て、設置した遊具の安全領域面積の合計が公園面積の５０
パーセントを標準とする。 

その他 
ベンチ２基、水飲み１基、園名板１基、案内板１基を設置
すること。 

緑 地 公園面積の２０パーセント以上とすること。 

１５０平方メートル
以上 
３００平方メートル
未満 

遊 具 

小型２連ブランコ又は中型すべり台を１基、振動遊具、上
下動遊具等の中から２基以上設置する。この場合におい
て、設置した遊具の安全領域面積の合計が公園面積の５０
パーセントを標準とする。 

その他 
ベンチ２基、水飲み１基、園名板１基、案内板１基を設置
すること。 

緑 地 公園面積の２０パーセント以上とすること。 

３００平方メートル
以上 
５００平方メートル
未満 

遊 具 

２連ブランコを１基、大型すべり台を１基設置し、振動遊
具、上下動遊具等の中から２基以上設置する。この場合に
おいて、設置した遊具の安全領域面積の合計が公園面積の
４０パーセントを標準とする。 

その他 
照明灯（水銀灯２５０ワット相当）１基、ベンチ３基、水
飲み１基、園名板１基、案内板１基を設置すること。 

緑 地 公園面積の２５パーセント以上とすること。 

５００平方メートル
以上 

公園担当課と協議すること。 

備考 
１ 安全領域面積は、一般社団法人日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準」により算
出すること。 

２ 遊具の設置は、複合遊具で対応することができる。ただし、複合遊具を採用する場合は、公
園担当課と協議すること。 

３ 公園は、ユニバーサルデザインで、ベンチは全て寝転び防止型とし、内１基以上は、かまど
ベンチとすること。 

４ 緑地は、公園内に適切に配置し、１０平方メートル当たり高木１本以上及び１平方メートル
あたり低木２本以上を植栽し、又は１平方メートル当たり低木４本以上を植栽すること。この場
合において、高木とは成木時３.５メートル以上の樹木で、植栽時の樹高が１.８メートル以上で
あるものをいい、低木とはそれ以外の樹木をいう。 

５ 緑地の土質及び量は、植栽に適したものであること。 
６ 園名及び案内板の表示内容は、公園担当課が指定する。 
６ 公園を設置する場合は、計画図（公園の案内図、平面図、配置図（安全領域を明示した図を
含む）等）を提出し、市長に承認を得ること。 

７ 設置工事が完了したときには、竣工図（公園の案内図、平面図、配置図（安全領域を明示し
た図を含む）、地積測量図、施工状況写真等）及び社団法人日本公園施設業協会の生産物賠償責
任保険証書等を提出すること。 
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➢緑地の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 開発区域の面積が３０００平方メートル未満

の開発事業の場合は、三郷市みどりの条例（昭

和６３年条例第９号）及び三郷市みどりの条例

施行規則（昭和６３年規則第１号）に定める基

準に適合する植栽地を整備しなければならな

い。 

 

２ 開発区域が３０００平方メートル以上の開発

事業の場合は、ふるさと埼玉の緑を守り育てる

条例（昭和５４年埼玉県条例第１０号）及びふ

るさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則（昭

和５４年埼玉県規則第７２号）に規定する緑化

を行わなければならない。 

植栽地の基準 

１ 植栽地の基準は、三郷市みどりの条例施行規

則（昭和６３年規則第１号）別表に規定する三

郷市緑化指導基準によるものとする。 

 

２ 事業者は、開発区域内に保存すべき樹木があ

る場合は、事前に緑化担当課と協議するものと

する。 

 

※ 緑地に関する手続き（Ｐ２２参照）【担当課：みどり公園課】 

緑地を整備する場合、緑化計画書の提出が必要です。 
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昭和６３年３月１６日 

三郷市規則第１号 

三郷市みどりの条例施行規則 

別表 三郷市緑化指導基準 

２ 民間施設及び一般家庭 

開発行為等の区

域面積 

緑化の基準 植栽基準 

５００㎡未満 開発行為等の区域に可能な限り植栽するこ

と。 

 

５００㎡以上 

３，０００㎡未満 

１ 緑化すべき面積（以下「緑化面積」とい

う。）は、開発行為等の区域面積の１０％

以上とし、植栽地を設けること。ただし、

給油取扱所若しくは一戸建て専用住宅の

建築を目的とする場合又は商業地域若し

くは近隣商業地域における場合は、この限

りでない。 

２ 開発行為等の区域の土地利用の状況等

により前項の基準に係る植栽地の確保が

困難な場合には、植栽地とするべき面積の

２０％以内に限り、次に掲げる面積を緑化

面積として認定することができる。 

(1) 平面緑地の面積に０．９を乗じた面積 

(2) 屋上緑地の面積に０．９を乗じた面積 

(3) 壁面緑地における緑化された外壁面

の水平投影長さに１ｍを乗じて得た面

積 

１０㎡当たり高木１

本以上及び１㎡当た

り低木１本以上 

３，０００㎡以上 ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例（昭和５

４年埼玉県条例第１０号）第２６条の規定に

より植栽を行うこと。 

ふるさと埼玉の緑を

守り育てる条例施行

規則（昭和５４年埼玉

県規則第７２号）第２

５条の規定による。 

23



 備考 

(1) 開発行為等とは、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に

規定する開発行為及び建築基準法第２条第１３号に規定する建築行為をいう。 

(2) 高木とは成木時に高さ３．５ｍ以上かつ植栽時１．８ｍ以上の樹木をいい、低

木とはそれ以外の樹木をいう。 

(3) 平面緑地とは地上部に地被植物が植栽された場所をいい、屋上緑地とは建物の

屋上に樹木等が植栽された場所をいい、壁面緑地とは建物の外壁面を多年生のつ

る性植物で覆われた場所をいう。 

(4) 開発行為等の区域面積が３，０００㎡以上の場合は、ふるさと埼玉の緑を守り

育てる条例に規定する手続により、埼玉県に緑化計画届出書を提出し、その認定

を受けたうえで当該緑化計画届出書一式の写しを緑化計画書（様式第１０号）に

添付して提出すること。 

(5) 墓地等の緑化については、三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成１

７年条例第１０号）に規定する緑化基準による。 
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様式第10号(第11条関係) 

(表面)  

緑 化 計 画 書 

 

 三郷市みどりの条例施行規則第10条の規定による三郷市緑化指導基準に基づき緑化計画

書を提出します。 

年  月  日   

 

 三郷市長    あて 

 

申請人 
住 所         

氏 名         

(TEL)               

申 請 地   

開発区域面積(A) m2 認定緑化面積(B) m2 緑化率(B／A) ％ 

建 物 の 種 類   用途地域   

建 物 の 構 造   階 数 階   

植栽地植樹数量 
高 木 

(緑化計算表⑨より)   (本) 

低 木 

(緑化計算表⑩より)    (本) 

緑 地 の 植 種 

平面緑地   

屋上緑地   

壁面緑地   

設計者の連絡先   

竣 工 予 定 日              年  月  日 

(添付書類) 案内図・植栽地求積図・植栽地断面図(形状が違う場合は各々提出すること) 

      植栽計画図(樹種名、形状寸法、数量、植栽位置を記入) 

     ＊植栽地を貯留施設として利用する場合は、貯留施設の場所がわかる平面図及

び断面図 

     ＊3,000m2以上の場合には、県条例の緑化計画届出書一式の写しを添付するこ

ととし緑化計画計算表(裏面)の提出は不要とする。 
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(裏面)  

緑 化 計 算 表 

  1 緑 化 面 積 

  開発区域面積(A)…     m2 

緑 地 緑化面積 認定緑化面積(m2) 備 考 

植 栽 地 ①   (m2) ①＝①’       (m2) ②’、③’、④’を加える場

合は、植栽地面積①＝開発

区域面積(A)×0.1×0.8以

上であること 

認定壁面緑地＝水平投影長

(緑化する壁面延長)×1m 

平面緑地 ②   (m2) (②×0.9)＝②’   (m2) 

屋上緑地 ③   (m2) (③×0.9)＝③’   (m2) 

壁面緑地 
④(壁面延長) 

    (m) 

(④×1m)＝④’ 

           (m2) 

  

認定緑化面積合計(B) 

(B)＝①’＋②’＋③’＋④’ 

           (m2) 

(B)は敷地面積(A)×0.1以

上であること 

 

  2 植 栽 本 数 

  植栽地面積(①)       m2 

  必要植栽本数 

   高木：①   ／10＝      (端数は切上げ)よって    本以上⑦ 

   低木：①   ／1＝       (端数は切上げ)よって    本以上⑧ 

 

    高 木 

 樹 種 樹 高(m)  本 数 備 考 

        

        

  合 計 ⑨ ⑨≧⑦であること 

 

    低 木 

 樹 種 樹 高(m)  本 数 備 考 

        

        

        

        

  合 計 ⑩ ⑩≧⑧であること 
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緑化計画書に関する留意事項 

三郷市みどり公園課 

 

三郷市みどりの条例、同施行規則に記載されていない事項や質問の多い事項を

以下に示したので、緑化計画書の作成の際には注意して下さい。 

 

１．緑化計画書の提出について 

・書類は、2 部提出して下さい。確認後、支障がなければ 1 部副本として返却

します。 

・書類に不備がある場合、受付せずに返却することがあります。 

・受付後、不備が見つかったときには、訂正の連絡をすることがあります。 

・屋上緑地には、植栽状況が分かる断面図を添付して下さい。 

 ・壁面緑地には、はん登状況が分かる建物側面図を添付して下さい。 

・植栽地求積図は三斜法で作図し、植栽地廻りの寸法も記入して下さい。 

 

２．植栽地及び緑地（以下「植栽地等」という）の面積のとり方について 

・隣地(官民、民民とも)との境界にある縁石等は、面積に算入することはでき

ません。 

・敷地内の植栽地等を囲うための縁石等は、緑地面積に算入することができま

す。 

・植栽地等の幅員は５０㎝以上として下さい。但し、縁石等で囲う場合は、縁

石の内側寸法を３０㎝以上として下さい。尚、高木は内側寸法が５０㎝以上

の所に植えて下さい。 

・屋上緑地は、緑化基盤（人工土壌等）の面積が緑地面積となります。 

 

３．植栽地等について 

・平面緑地は、地上部が越年する多年生植物で緑化して下さい。 

・平面緑地は、駐車場・駐輪場及び雨水貯留施設と併用できます。また、植栽

地は、雨水貯留施設と兼用できます。 

・平面緑地を駐車場、駐輪場に設ける場合は、植物保護のため養生設備（穴あ 

きブロック等）を設置して下さい。 

・植栽地は、駐車場と兼用はできません。よって、車両等の侵入防止のための

設備を設置していただくことがあります。 

留 意 事 項 
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 ・屋上緑地は、適切な緑化基盤（人工土壌等）、給排水方法を採用して下さい。 

・壁面緑地は、地上部が越年する多年生のつる性植物を採用して下さい。 

 ・壁面緑地には、採用した植物に応じ、適切な支持基材（ネット等）を設置して

下さい。 

 ・屋上から壁面を下垂、または、プランターから壁面をはん登させ壁面緑地とす

る場合は、適切な緑化基盤、給排水方法を採用して下さい。 

 

４．樹木等の取り扱いについて 

 ・植栽地の樹木の本数は、「植栽地」の実面積に対して１０㎡当たり高木１本以

上、及び１㎡当たり低木１本以上植栽して下さい。 

・高木、低木の区分は、文献により統一されていませんが、㈶日本緑化センター

出版の「公共用緑化樹木品質寸法規格基準(案)の解説」に記載されている区分

けを基準とします(別紙参照)。なお、｢主な用途に応じた樹木｣も参考として下

さい。 

・コニファー類で高木の条件を満たすものについては、高木としてみることがで

きます。 

・「植栽地」においては、つる性植物やＧＣＰ(Ground Cover Plants，地被植物)

等は低木として見ることはできません。よって、ＧＣＰだけでは｢植栽地｣とし

て見ることができません。 

・壁面緑化用植物としては、「ヘデラ(アイビー)」「キヅタ」「ジャスミン」「ムベ」 

 「スイカズラ」「ナツヅタ」等があります。周辺の景観や植栽環境等、状況に

合わせたつる性植物を選定して下さい。 

 

５．貯留施設について 

・植栽地、平面緑地を貯留施設と兼用する場合は、耐湿性のある樹木等を選定す

るようにして下さい。 

・貯留施設として兼用する際には、貯留状況の分かる平面図、断面図を添付して

下さい。（雨水流出抑制対策基準【モデルプラン】参照） 

・植栽地のみに貯留する場合、他で受けた雨水を直接流入させることはできませ

ん。 
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樹木等の区分の例      公共用緑化樹木品質寸法規格標準（案）他より 

高木 針葉樹 アカエゾマツ、アカマツ、クロマツ、カラマツ、トドマツ、メタセコイヤ、

イチイ（オンコ）、イヌマキ、ラカンマキ、コウヤマキ、ウラジロモミ、

カイヅカイブキ、サワラ、スギ、ヒマラヤスギ、チャボヒバ、ドイツトウ

ヒ、ニオイヒバ、ニッコウヒバ、ヒノキ、ラクウショウ 

常緑樹 アラカシ、ウバメガシ、シラカシ、ウラジロガシ、イスノキ、トキワマン

サク、オトメツバキ、コウオトメツバキ、ヤブツバキ（ヤマツバキ）、カ

クレミノ、キンモクセイ、クスノキ、ゲッケイジュ、ヤブニッケイ、クロ

ガネモチ、ソヨゴ、モチノキ、ネズミモチ、トウネズミモチ、サザンカ、

サンゴジュ、スダジイ、ツブラジイ、マテバシイ、ホソバタイサンボク、

タブノキ、シマトネリコ、ヒイラギ、ヒイラギモクセイ、フサアカシア、

ホルトノキ、モッコク、ヤマモモ、ユズリハ、ヒメユズリハ 

落葉樹 アオギリ、アカシデ、アキニレ、ハナミズキ、ポプラ、カロリナポプラ、

イタヤカエデ、イチョウ、イヌシデ、イロハモミジ、ヤマモミジ、ウメ、

ウメモドキ、エゴノキ、オオヤマザクラ（エゾヤマザクラ）、オオシマザ

クラ、カンヒザクラ、サトザクラ（含ヤエザクラ）、シダレザクラ、ソメ

イヨシノ、ヤマザクラ、エノキ、エンジュ、カツラ、ケヤキ、カシワ、ム

クノキ、コナラ、ミズナラ、クヌギ、ブナ、サルスベリ、シダレヤナギ、

シラカンバ、プラタナス（スズカケノキ）、トウカエデ、トゲナシニセア

カシア、トチノキ、ナツツバキ、ナナカマド、ナンキンハゼ、ネムノキ、

ハクウンボク、コブシ、シモクレン、ハクモクレン、ホオノキ、ユリノキ、

ハナカイドウ、ハルニレ、ヒメシャラ、マンサク、ハマボウ、ムクゲ、タ

イワンフウ、マユミ、モミジバフウ（アメリカフウ）、ヤマボウシ、ヤシ

ャブシ、ヤマハンノキ 

低木 常緑樹 アオキ、アセビ、カンツバキ、キョウチクトウ、エゾムラサキツツジ、オ

オムラサキ、キリシマツツジ、クルメツツジ、サツキツツジ、ヒラドツツ

ジ、ヤマツツジ（含エゾヤマツツジ）、イヌツゲ、キンメツゲ、クサツゲ、

ボックスウッド、キャラボク、プリベット、クチナシ、コクチナシ（ヒメ

クチナシ）、ヤエクチナシ（含オオヤエクチナシ）、シャリンバイ、ジンチ

ョウゲ、ピラカンサ、トベラ、ナワシログミ、ハイビャクシン、ハクチョ

ウゲ、アベリア、ハマヒサカキ、ヒイラギナンテン、キンシバイ、ビョウ

ヤナギ、ベニカナメモチ、マサキ、モンタナマツ 
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落葉樹 アキグミ、アジサイ、ウツギ（ウノハナ）ガクアジサイ、セイヨウアジサ

イ、キンシバイ、コデマリ、シモツケ、タニウツギ、ハコネウツギ、ドウ

ダンツツジ、ミツバツツジ、レンゲツツジ、トサミズキ、ヒュウガミズキ、

ニシキギ、ハナズオウ、エニシダ、ハマナス、ブッソウゲ（ハイビスカス・

ロゼア）、ボケ、ヤマハギ、ライラック、コムラサキシキブ、ヤマブキ（含

ヤエヤマブキ）、ユキヤナギ、ネコヤナギ、ミツマタ、レンギョウ（含シ

ナレンギョウ、チョウセンレンギョウ） 

つる

性植

物 

常 緑 へデラ類、キヅタ、カロライナジャスミン、テイカズラ、ムべ、ス

イカズラ 

落 葉 ナツヅタ、スイカズラ、テッセン、アケビ、ノウゼンカズラ、フジ 

地被植物 シバ、クローバー、ササ類、タマリュウ、へデラ類、イワダレソウ 

※ 高木：成木時３．５ｍ以上（植付時１．８ｍ以上）になるもの。 

※ 低木：高木以外の樹木 

※ ツバキ、サザンカは皮膚がかぶれる害虫が発生するので、推奨しません。 
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➢清掃施設の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

生活環境及び衛生上、収集作

業等に支障をきたさない位置

に、別に定める基準により、

ごみ集積所を設置しなければ

ならない。 

ごみ集積所の基準 

住宅を建築しようとするときは、三郷市ごみ集積所設置及び管理に関

する要綱（平成２２年告示第３５３号）により、ごみ集積所の設置を

しなければならない。 

 

※ ごみ集積所の管理について 

既存集積所を利用する場合、「三郷市ごみ集積所設置及び管理に関する要綱 第２

条（協議）及び第８条（ごみ集積所の管理）」に関連し利用者・管理者・町会長等と

事前の調整が必要になる場合があります。 

 

 ※ ごみ集積所は道路面に接し、ごみの飛散及び不法投棄を防止するために開放部を民

地側に向けて設置するように努めるものとする。 
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平成２２年１２月２７日 
三郷市告示第３５３号 

 
   三郷市ごみ集積所設置及び管理に関する要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、地域の環境美化並びにコミュニティの醸成の重要性をかんがみ、三郷市廃棄物
の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例（平成２１年条例第９号）第９条第２
項に定めるごみ集積所の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。 

（協議） 
第２条 ごみ集積所を設置しようとする者又は共同住宅、長屋及び寄宿舎の建築に際し、既存のごみ
集積所を利用する者は、当該ごみ集積所の位置、面積等について市長と事前に協議しなければなら
ない。 

（ごみ集積所の新設、変更又は廃止の届出） 
第３条 ごみ集積所の新設、位置等の変更又は廃止（以下「新設等という。）をしようとする者は、
ごみ集積所の利用者、ごみ集積所の土地の所有者、ごみ集積所の管理者（当該ごみ集積所の利用
者、土地の所有者が選任した者をいう。）その他当該ごみ集積所の新設等に関し利害を有する者の
同意を得た後、町会又は自治会の代表者（以下町会長等」という。）の承諾を得て、ごみ集積所
（新設・変更・廃止）届出書（様式第１号）により、使用開始等予定日の２週間前までに市長に届
け出るものとする。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、内容を確認のうえ、ごみ集積所（新設・変更・
廃止）指定確認書（様式第２号）を当該届出者に交付する。 

（ごみ集積所の設置基準） 
第４条 ごみ集積所の設置基準は、次に掲げるとおりとする。 
 (1) 三郷市開発事業等の手続等に関する条例（平成２１年条例第３４号。以下「開発事業条例」と

いう。）に規定する開発事業で、住宅の建築を目的とする場合は、当該住宅の敷地内に設置する
ものとする。ただし、調整区域内の専用住宅の建築を目的とする場合を除く。 

 (2) 開発事業条例に規定する小規模開発事業で、住宅の建築を目的とする場合は、敷地内に設置す
るように努めるものとする。 

 (3) 利用戸数の標準は、５戸から２０戸であること。 
 (4) ごみ収集車両が通り抜けられる道路に接していること。 
 (5) 歩行者及び通行車両の安全を確保できること。 
 (6) ごみ収集作業の安全が確保でき、ごみ収集車両にごみを直接積み込むことができること。 
 (7) ごみ集積所の利用者相互及び当該ごみ集積所に隣接する居住者の同意が得られていること。 
 (8) ごみ集積所及びその周辺には、ごみ収集作業等の障害となるものを設置しないこと。 
 (9) ごみ集積所を建物の一部に設置する場合は、ごみ収集車両が当該建物に近接し、又は通過でき

るよう経路等を確保すること。 
 (10) 次に掲げる場所でないこと。 
  ア ごみ収集車両が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）に規定する停車及び駐車を禁止す

る場所に停車しなければ収集作業ができない場所 
  イ 交通量の多い道路に停車しなければごみ収集作業ができない場所 
  ウ 道路の幅員狭く、かつ、車両の相互通行が困難な道路に接した場所 
  エ ごみ収集車両が後退しながら集積所へ進入しなければならない場所 
（ごみ集積所の面積） 
第５条 住宅の敷地内に設置するごみ集積所の面積は、原則として当該ごみ集積所を利用する戸数に
０．１５平方メートルを乗じた面積以上とし、最小面積は有効面積３．０平方メートルとする。た
だし、利用戸数が１７戸未満の場合には、次の各号に掲げる戸数の区分に従い、当該各号に掲げる
有効面積以上とする。 

 (1) ６戸未満まで 有効面積１．０平方メートル以上 
 (2) １２戸未満まで 有効面積２．０平方メートル以上 
 (3) １７戸未満まで 有効面積２．５平方メートル以上 
（ごみ集積所の構造及び管理基準）   
第６条 開発事業条例に基づく開発事業により設置するごみ集積所の構造及び管理の基準は、次に掲
げるとおりとする。 

 (1) オープン形式で別図を標準とすること。 
 (2) 床面にはコンクリートを打設し、排水のための勾配を設けること。 
 (3) 市販されている製品を設置する場合は、製品の構造図等を事前に市長に提出し、協議するこ

と。 
 (4) 事業活動に伴って生じた廃棄物を排出されないような処置を講ずること。 
 (5) 風雨、鳥獣等によるごみの飛散又は散乱を防止するためのネット等を設置すること。 
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 (6) ペットボトル回収用のネット袋が取り付けられるようにすること。 
 (7) 歩行者等の危険防止のための設備が必要な場合は、これを設置すること。 
 (8) ごみの資源化を促進するため、新聞、雑誌、ダンボール類等の資源物を回収する場所を確保す

るよう努めること。 
 (9) 資源物の持ち去り防止策を講ずること。  
２ ごみ集積所の設置者は、前項のごみ集積所以外の構造のごみ集積所を設置し、又はその構造等を

変更しようとする場合は、原則としてごみ集積所の清掃のための水道及び排水設備を設けるほか、
前項第４号から第９号までの管理基準に適合するよう努めるものとする。 

（ごみ集積所の共用） 
第７条 ごみ集積所の近接地に新たに住宅が建設された場合には、当該ごみ集積所の土地の所有者又
はごみ集積所の管理者は、当該近接地の住民にごみ集積所の許容量に応じて共用を認めることがで
きる。 

（ごみ集積所の管理） 
第８条 ごみ集積所の維持管理は、当該ごみ集積所の利用者又は管理者が行うものとする。 
２ ごみ集積所の利用者又は管理者は、ごみ集積所を常に清潔に保つため、排出物の飛散流出、悪臭

の発生、汚水の浸出等の防止に努めるものとする。 
３ 町会長等は、ごみ集積所の環境衛生上の支障がある場合は、ごみ集積所の利用者又は管理者に対

し必要な指導をすることができる。 
（その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
   附 則 
 この告示は、平成２２年１２月２８日から施行する。 
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別図（第６条関係） 

ごみ集積所標準図 

底部・現場打ち（コンクリート厚 100mm）、基礎砕石（切込砕石 40-0 厚 100mm）立上り部、仕切り

壁・空洞コンクリートブロック（防水）又は現場打ち 

 
 ※ ごみ集積所は道路面に接し、ごみの飛散及び不法投棄を防止するために開放部を民地側に向け

て設置するように努めるものとする。 

最低面積 3.0㎡ 

平面

図

ペットボトル回収用のネット袋が付けられ

るようフックを設置すること。 

150 

1,650 

A 

A 

Ｕ字溝 

道  路 

B B 

正面図 
A-A 

2,300 

GL 

1,000 

基礎砕石 
切込砕石
40-0 

集水枡 

水栓 

2,300 

（単位：mm） 

Ｕ字溝 
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➢上水道の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

水道法（昭和３２年法律第１

７７号）、三郷市水道事業給

水条例（平成９年条例第２７

号）、三郷市水道事業給水条

例施行規則（平成１０年規則

第１１号）及び別に定める基

準に基づき、適切な給水装置

を整備しなければならない。 

給水装置の整備基準等 

１ 開発事業に伴い、配水管及び給水管の布設工事又は改良工事が必

要となる場合は、事業者の費用負担において施工するものとす

る。 

 

２ 事業者は、市長が開発区域において配水計画を定めているとき

は、当該計画に整合するように配水管を設置するものとする。こ

の場合において、当該配水管の設計に当たっては、事前に市長の

承認を得るものとする。 

 

３ 第１項の規定により布設又は改良した配水管で市長が必要と認め

るものは、工事の検査に合格した後、市に無償で引き継ぐものと

する。 

４ 給水装置は、三郷市給水装置工事設計施工基準（平成３０年告示

第２２号）によるものとする。 
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➢消防水利施設等の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 消防水利の基準（昭和３９

年消防庁告示第７号）第４

条第２項及び別表に定める

距離並びに開発事業の規模

及び既存の消防水利施設の

状況に応じ、別に定める基

準により、消防水利施設を

設置しなければならない。 

 

２ 前項の規定により整備する

消防水利施設及びその管理

権は、当該施設をその所有

者又は事業者が管理する場

合を除き、無償で市に引き

継ぐものとする。 

 

３ 地階を除く階数が４以上又

は軒高１０メートルを超え

る建築物については、消防

活動に必要な空地及びその

進入路を確保しなければな

らない。ただし、消防活動

上必要がないと市長が認め

る場合は、この限りでな

い。 

消防水利施設等の整備を要する開発事業等の規模 

開発事業の規模は、次に掲げるとおりとする。ただし、自己の居住の

用に供する建築行為を除く。 

(1) 開発区域の面積が５００平方メートル以上の開発事業 

(2) 敷地の拡張等により、面積が５００平方メートル以上となる開発

事業 

(3) 建築物の延べ床面積が５００平方メートル以上の建築行為 

(4) 増築により、延べ床面積が５００平方メートル以上となる建築行

為 

(5) 地階を除く階層が４以上又は軒高１０メートルを超える建築物の

建築行為 

消防水利施設等の区分 

消防水利施設等の区分は、次に掲げるものとする。 

(1) 消火栓 

(2) 防火水槽 

(3) 防火水槽用地 

(4) 消防活動用空地及びその進入路 

消防水利施設等の整備基準 

１ 消防水利施設等の整備基準は、次に掲げるものとする。 

(1) 別表第６に定める特定防火対象物に対する消防水利施設設置基

準 

(2) 別表第７に定める土地区画整理事業の区域において行う宅地分

譲を目的とした開発事業における開発区域面積に対する消防水利

施設設置基準 

(3)別表第８に定める開発区域の面積に対する消防水利施設設置基準 

(4) 消防水利施設、消防活動用空地及びその進入路の技術等に関す

る基準（平成２９年告示第６９号） 

 

２ 事業者は、消防水利施設等を自らの費用負担において設置するも

のとする。 

 

３ 公道に設置される消火栓及び防火水槽は、無償で市に引き継ぐも

のとする。 

 

４ 宅地分譲を目的とする開発事業で防火水槽用地が必要な場合は、

事業者がその用地を確保し、消防庁が行う検査に合格後、無償で

市に引き継ぐものとする。  

 

５ 防火水槽の維持及び管理は、事業者が行うものとする。ただし、

市に引き継ぐものは、市が行うものとする。 

 

６ 事業者は、消防活動用空地及びその進入路を確保する場合は、自

らの費用負担において行うものとする。この場合において、道

路、水路等の公共施設を利用して設ける場合は、当該公共施設の

管理者と協議するものとする。 
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土地区画整理事業の区域 

別表第 7 に定める土地区画整理事業の区域とは、次に掲げるものとす

る。 

(1) 早稲田土地区画整理事業区域 

(2) 三郷中央地区土地区画整理事業区域 

(3) 三郷インターＡ地区土地区画整理事業区域 

(4) 三郷インター南部土地区画整理事業区域 

(5) 三郷インター南部南土地区画整理事業区域 

(6) 三郷北部地区土地区画整理事業区域 

 

 

別表第６（別表第１関係） 

特定防火対象物に対する消防水利施設設置基準 

特定防火対象物の 

延べ床面積 
消 防 水 利 施 設  特 例 措 置 

５００平方メートル以上 

２０００平方メートル未満 
消火栓  １基 

公設消防水利施設の有効範囲

が開発区域の面積の１／２以

上を占める場合は、設置しな

いことができる。 

２０００平方メートル以上 

６０００平方メートル未満 

防火水槽 １基 

（４０立方メートル） 
 

６０００平方メートル以上 

８０００平方メートル未満 

防火水槽 １基 

（６０立方メートル） 
 

８０００平方メートル以上 別途協議とする。 

備考 

１ 開発区域が３０００平方メートル未満の特定防火対象物を対象とする。 

２ 消火栓を設置する際は、事前に水道事業担当課と協議すること。 

３ 公設消防水利施設の有効範囲とは、次の各号に掲げる地域の区分に応

じ、当該各号に掲げる数値を半径とした円内の範囲をいう。ただし、有効

範囲は、国道並びに片側２車線道路及び河川を超えることはできない。 

(1) 消防力の整備指針（平成１２年消防庁告示第１号）に規定する市街地

のうち近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域 １００

メートル 

(2) 消防力の整備指針に規定する市街地及び準市街地のうち、前号の地区

を除く用途地域及び用途地域の定めのない地域 １２０メートル 

(3) 前２号以外の地域 １４０メートル 
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別表第７（別表第１関係） 

土地区画整理事業の区域において行う宅地分譲を目的とした 

開発事業における開発区域面積に対する消防水利施設設置基準 

開発区域の面積 消 防 水 利 施 設  特 例 措 置 

５００平方メート以上 

３０００平方メートル未満 
消火栓  １基 

公設消防水利施設の有効範

囲が開発区域の面積の１／

２以上を占める場合は設置

しないことができる。 

３０００平方メートル以上 

５０００平方メートル未満 

消火栓  ２基 

又は防火水槽 １基 

（４０立方メートル） 

開発区域の１／２以上を

有効範囲で占める公設消

防水利施設数を消火栓設

置数から減じることがで

きる。 

５０００平方メートル以上 

８０００平方メートル未満 

消火栓  ３基 

又は防火水槽 １基 

（６０立方メートル） 

開発区域の１／２以上を

有効範囲で占める公設消

防水利施設数を消火栓設

置数から減じることがで

きる。 

８０００平方メートル以上 

１００００平方メートル未満 

防火水槽 ２基 

（４０立方メートル及び

６０立方メートル） 

 

１００００平方メートル以上 

１３０００平方メートル未満 

防火水槽 ２基以上 

(合計１２０立方メー

トル) 

消火栓 １基以上 

 

１３０００平方メートル以上 

防火水槽 ２基以上 

(合計１４０立方メー

トル) 

消火栓 １基以上 

以下開発区域の面積が

２０００平方メートル

増すごとに、防火水槽

容量に２０立方メート

ルを加算する。 

 

 

 

 

備考 

１ 開発事業に伴い、継続的又は一体的に行われる開発区域が隣接するとき

は、当該開発区域を含めた面積を開発区域の面積とする。 

２ 消火栓を設置する際は、事前に水道事業担当課と協議すること。 

３ 公設消防水利施設の有効範囲とは、次の各号に掲げる地域の区分に応

じ、当該各号に掲げる数値を半径とした円内の範囲をいう。ただし、有効

範囲は、国道並びに片側２車線道路及び河川を超えることはできない。 

 (1) 消防力の整備指針に規定する市街地のうち、近隣商業地域、商業地

域、工業地域及び工業専用地域 １００メートル 

(2) 消防力の整備指針に規定する市街地及び準市街地のうち、前号の地区

を除く用途地域及び用途地域の定めのない地域 １２０メートル 

(3) 前２号以外の地域 １４０メートル 

４ 開発事業により整備する公園内又は道路下に防火水槽を設置する場合

は、担当課と協議すること。 
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別表第８（別表第１関係） 

開発区域の面積に対する消防水利施設設置基準 

開発区域の面積 消 防 水 利 施 設  特 例 措 置 

５００平方メート以上 

２０００平方メートル未満 
消火栓  １基 

公設消防水利施設の有効範囲が

開発区域の面積の１／２以上を

占める場合は設置しないことが

できる。 

２０００平方メートル以上 

３０００平方メートル未満 
消火栓  １基 

２基以上の公設消防水利施設の

有効範囲が開発区域に及び、当

該公設消防水利施設のうち、１

基以上の有効範囲が開発区域

の面積の１／２以上を占める場

合は設置しないことができる。 

３０００平方メートル以上 

５０００平方メートル未満 

防火水槽 １基 

（４０立方メートル） 
 

５０００平方メートル以上 

８０００平方メートル未満 

防火水槽 １基 

（６０立方メートル） 
 

８０００平方メートル以上 

１００００平方メートル未満 

防火水槽 ２基 

（４０立方メートル及び６０

立方メートル） 

 

１００００平方メートル以上 

１３０００平方メートル未満 

防火水槽 ２基以上 

（合計１２０立方メート

ル) 

消火栓 １基以上 

 

 

 

 

１３０００平方メートル以上 

防火水槽 ２基以上 

(合計１４０立方メートル) 

 消火栓 １基以上 

以下開発区域の面積が２０

００平方メートル増すごと

に、防火水槽容量に２０立

方メートルを加算する。 

 

備考 

１ 開発事業に伴い、継続的又は一体的に行われる開発区域が隣接するとき

は、当該開発区域を含めた面積を開発区域の面積とする。 

２ 消火栓を設置する場合において、開発区域が道路又は水路等で分割され

る場合（宅地分譲は除く）は、当該分割される開発区域ごとに消火栓を消

火活動上有効な位置（約５０ｍ以内）に設置するものとする。 

３ 消火栓を設置する際は、事前に水道事業担当課と協議すること。 

４ 公設消防水利施設の有効範囲とは、次の各号に掲げる地域の区分に応

じ、当該各号に掲げる数値を半径とした円内の範囲をいう。ただし、有効

範囲は、国道並びに片側２車線道路及び河川を超えることはできない。 

(1) 消防力の整備指針に規定する市街地のうち、近隣商業地域、商業地

域、工業地域及び工業専用地域 １００メートル 

(2) 消防力の整備指針に規定する市街地及び準市街地のうち、前号の地区

を除く用途地域及び用途地域の定めのない地域 １２０メートル 

(3) 前２号以外の地域 １４０メートル 

５ 開発事業により整備する公園内又は道路下に防火水槽を設置する場合

は、担当課と協議すること。 
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平成２９年３月２２日 
三 郷 市 告 示 第 ６ ９ 号 

 
消防水利施設、消防活動用空地及びその進入路の技術等に関する基準 

 
第１ 消防水利施設 

１ 消火栓 

(1) 消火栓は、三郷市上水道事業配水管に設置し、部材及び設計について消防長及び三郷市水道

事業と協議すること。 

  (2) 消火栓は、地下式とし、呼称６５㎜の吐水口（町野式）を次の基準のとおり取り付けるこ

と。 

   ア 消防水利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）第３条第２項及び第２項ただし書に適合

する配水管に取り付けること。 

   イ ３００㎜以上の配水管に取り付ける場合は、消火栓の吐水口は双口式（２系統開閉弁）と

すること。 

  (3) 道路の掘削及び復旧については、道路管理者と協議すること。 

  (4) 消火栓には、下記の基準のとおり設置場所付近に標識を設置するものとする。（図１－１、

図１－２及び図１－３） 

ア 鉄蓋の周囲を、幅１５０㎜の実線により黄色で枠囲い等を行うものとし、その他詳細につ

いては消防長と協議すること。 

イ 歩道に設置した場合又は枠囲い塗装ができない場合は、道路上等の可能な場所に消防本部

が指定する形状で黄色塗装すること。 

ウ 黄色塗装が困難な場合で、消防本部からの指示がある場合は、標識板を設置すること。 

エ 標識板の外径は４００㎜以上とし、材質はアルミ材とする。 

オ 標識板の高さは、板の中央で２４００㎜程度とする。 

 ２ 防火水槽 

(1) 防火水槽の種類及び構造等は、２次製品防火水槽、現場打ち鉄筋コンクリート水槽又は地中

ばり水槽で、耐振性に配慮したものとし、次の基準のとおりとすること。 

ア ２次製品防火水槽は、ＪＩＳ規格（JISQ0065(ISO/IEC ガイド 65)）に定める要求事項によ

り二次製品防火水槽の認証業務を行う第三者機関の認定品とし、その基準による空地又は道

路用の水槽とすること。 

イ 現場打ち鉄筋コンクリート水槽のコンクリート厚は、空地用にあっては２００㎜以上、道

路用にあっては２５０㎜以上であり、コンクリート材質にあっては、材料の均質性、水密性

及び耐久性を考慮することとし、設計基準強度（４週圧縮強度）２４Ｎ／㎟以上のものであ

ること。 

ウ 現場打ち鉄筋コンクリート水槽の鉄筋は、原則として直径１３㎜以上の異形鉄筋（ＪＩＳ

製品）を使用することとし、空地用の鉄筋にあっては１，６００㎏以上でダブル配筋、道路

用鉄筋にあっては２，０００㎏以上でダブル配筋とし、配筋のピッチは２００㎜以下とす

る。 

エ 地中ばり水槽は、前文の規定にある現場打ち鉄筋コンクリート水槽の基準によることの

他、建築基準法等の他法令に適合したものとすること。 

オ 構造は、地下式又は半地下式（地表面から、おおよそ２０ｃｍ以上５０㎝以下）とする。

しかし、飲料水兼用耐震防火水槽にあっては地上式とすることができる。 

(2) 防火水槽の設置位置等については、以下の基準に定める。（図２－１及び図２－２） 

ア 防火水槽の設置位置は、原則的に吸水口から、それぞれの用途地域に定める有効範囲で開

発区域全域を包括すること。なお、消防活動上有効と思われる場所へ、消防長の指示により

設置する場合は、この限りでない。 

イ 吸水口の位置は、消防ポンプ自動車が容易に水利利用できる（車両の中心まで６ｍ以内）

道路に面しており、車両から吸水口まで植栽等の障害物がないこと。 

ウ 公園等緑地内に防火水槽を設置する際は、植物に必要な有効土層厚（８０～１００ｃｍ）

を保ち、詳細にあっては関係各課と協議をすること。 

エ 開発区域内外の道路に防火水槽を設置する際は、関係各課と詳細について協議をするこ

と。 

オ 吸水口と消防車両の間にネットフェンス等を設ける場合は、吸水口と同数の扉を設け、当

40



 

市指定の鍵を備えること。 

カ 防火水槽の吸水用マンホールの位置が、砂利敷き等になる場合は、半地下式又はマンホー

ル周囲をコンクリート打ち（１ｍ以上×１ｍ以上）とし、泥水の混入がないようにするこ

と。 

  (3) 防火水槽各部の構造等については以下の基準のとおりとする。 

 ア 防火水槽の基礎は、割栗石等により必要な基礎固めを行うものとすること。 

 イ 吸水落差は、地盤面から取水部分まで４．５ｍ以下であること。 

ウ 点検口を、密閉式又はマンホール式で設置場所に応じ設け、「防火水槽用点検口」と表記

すること。設置位置が、共同住宅等の建物内等で、物理的に表記できない場合は、消防長と

協議すること。 

エ 吸水口は、４０ｔ級防火水槽にあっては１箇所、６０ｔ級以上防火水槽にあっては２箇所

設置すること。また、吸水口にマンホールを用いる場合は、防火水槽用専用厚蓋外径６００

㎜以上とし、採水口を用いる場合は、本告示第１（５）に定める基準によるものとするこ

と。 

オ 点検口及び吸水用マンホールは、兼用することができる。 

カ 点検口に点検用タラップ（防錆処理されたもの）を設けることとし、タラップは垂直に取

り付けること。 

キ 取水釜を、４０ｔ防火水槽においては、直径６０㎝以上、深さ５０㎝以上で１箇所設け、

６０ｔ級以上防火水槽にあっては、直径、大きさ及び個数について消防長と協議の上、設け

ること。 

ク 補水装置を設ける場合は、量水器の手前から設けることとし、補水装置の配管は、鋼管又

はＶＰ管で内径２５㎜以上の管とする。 

ケ 補水装置には GL より深さ３００㎜程度に、器具等を用いず開閉が可能な手動バルブを２箇

所設け、バルブの制水弁筐鉄蓋に黄色の塗料でペイントすること。 

コ 補水管の貫通部は、頂版、側版最上部又はマンホール立上げ部とし、漏水防止を図るこ

と。また補水管の出口はＬ字で真下に向けること。また、水道部が指定する方法で、汚水等

の流入防止措置を図ること。 

サ 密閉式の防火水槽となる場合、陰圧を避けるための空気口を、地盤面より高い位置から導

くように設け、先端部は異物が混入しない構造で、４０ｔ級防火水槽においては１つ、６０

ｔ級以上防火水槽においては２つ、直径１００㎜以上の鋼管又はＰＥ管を用い、防火水槽の

頂版又は側版最上部を貫通させ、漏水防止を図り設置すること。また「防火水槽用空気口」

と表記すること。なお、６０ｔ級以上防火水槽の場合、空気口の直径を１５０㎜とすること

で設置数を１つとすることができる。 

シ 各部において、漏水がないこと。 

(4) 連槽式防火水槽とする場合は、以下の基準のとおり設置すること。（図３－１及び図３－

２） 

ア 区画部分ごとに、底面から 500 ㎜程度離し、人通口６００㎜以上を１箇所設置すること。 

イ 区画部分ごとに、底面に接するように、口径１５０㎜の通水口を消防車の利用数×２箇所

設置すること。 

ウ 区画部分ごとに、水没しない位置に、口径１００㎜の通気口を消防車の利用数×２箇所設

置すること。 

エ 前文中の消防車の利用数とは、４０ｔ級防火水槽では１、６０ｔ級以上防火水槽では２と

する。 

(5) 採水管及び採水口を設置する場合は、以下の基準のとおり設置すること。（図４） 

ア 採水管は、鋼管、ステンレス管（ＳＵＳ ３０４ ＴＰＤステンレス鋼鋼管）又はＰＥ管

（ＰＷＡ００１ 配水ポリエチレン管協会企画品及びＪＷＷＡ Ｋ１４４ 日本水道協会規

格品）とする。 

イ 採水管の総延長距離は２０ｍ以下とする。 

ウ 前文の規定に関わらず、消防活動上必要と認められる場合で２０ｍ以上の管長となる場合

は、各素材別の摩擦損失水頭の算定に基づき、落差６．６ｍ以下（別表 配管口径算定要領

参照）となるよう設置し、完了検査において当市の用意する消防車両で実揚水試験を実施す

る。また実揚水試験において３０秒以上の揚水時間が必要となった場合は、採水口に揚水時

間の表記を行うこと。 
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エ 採水口に対し、採水管は単独配管とすること。 

オ 採水口の数は、４０㎥級防火水槽は１口、６０㎥級以上防火水槽は２口とすること。な

お、６０ｔ級防火水槽について、採水管口径を１２５㎜以上とした場合は、単独配管で双口

の採水口とすることができる。（１００ｔ級以上は除く） 

カ ２本の採水管を用いる場合、釜場内の管末において、採水管の間の距離は５０ｃｍ以上と

すること。 

キ 採水管の管末は釜場底面より約２０cm離して施行すること。 

ク 採水管は、頂版又は側版最上部を貫通させ、漏水防止を図ること。 

ケ 採水口は、スタンド型又は壁面埋込型で呼び寸法７５㎜の雌ネジとし、地上より０.７５～

１.０ｍの高さとなるよう設置すること。また２つの採水口をスタンド式で並べて設置する場

合は、その間を１００cm程度離すこと。 

コ 採水口異形ソケット内には、異物混入防止ネット等を設けること。 

サ 採水口の位置は、道路境界（車道）から６ｍ以内で、その間に植栽等の障害がないように

すること。 

 (6) 防火水槽には下記の基準のとおり設置場所付近に標識を設置するものとする。（図１－１及

び図１－２） 

ア 標識板の名称は、消防水利とする。 

イ 標識板の外径は４００㎜以上とし、材質はアルミ材とする。 

ウ 標識板の高さは、板の中央で２４００㎜程度とする。 

エ 鉄蓋周囲の塗装は、幅１５０㎜の実線により黄色で枠囲いを行うものとする。 

オ 標識板において、前文の規定に関わらず、市に採納する場合は、設置しないことができ

る。（公園内設置・防火水槽用地は除く） 

 ３ 防火水槽用地（図５） 

(1) 規則第１０条別表１消防水利施設等の整備基準５によって、防火水槽用地を用いる場合は、

下記の基準のとおり施工するものとする。 

   ア 防火水槽と民地境界まで５０ｃｍ以上を確保すること。 

   イ 防火水槽と官地境界までは、その官地管理者と協議すること。 

   ウ 四方をネットフェンス等（高さ２ｍ以上）で囲い、マンホールと同数の扉を設け、当市指

定の鍵を備えること。 

   エ ネットフェンスの内側（マンホール以外の部分）はコンクリート打ち舗装とすること。 

   オ 防火水槽用地内に、ゴミ集積場等の他の施設を設置する場合は、別途詳細に協議する。 

  (2) 防火水槽用地は、完了検査後、消防長の指定する書類等を提出し、遅滞なく市に寄附採納す

ること。なお、寄附採納に関する手数料等は事業者の負担にて行うこと。 

第２ 消防活動用空地及び進入路 

 １ 消防活動用空地 

  (1) 軒高が１０ｍを超える建築物又は地階を除く階層が４以上の建築物 

には、消防活動用空地（以下「空地」という。）を確保すること。ただし、高さ１０ｍを超え

る部分に部屋がない、小屋裏であって収納庫がない等により、消防活動上空地を確保する必要

がないと市長が特に認める場合は、この限りでない｡（図７） 

  (2) 空地の最小面積は、長さ１４ｍ以上、幅６ｍ以上とする。また、建築物と活動空地までの距

離は、建築物の高さにより適正な距離をとること。(図８・図９） 

  (3) 空地は、バルコニー側に設けるものとし、居室の各部分からはしご付消防自動車（以下「は

しご車」という。）の架てい位置まで避難上有効な歩行距離を確保するため、水平距離４０ｍ

以内を包括でき、かつ、有効に活動できる位置に設置するものとする。（図９イ） 

(4) 次の各号のいずれかに該当する場合は、バルコニーを共用通路に接続するものとする。 

ア はしご車が架ていできない階層がある場合 

イ バルコニー側に空地を設けられない場合  

(5)上記の(3)及び(4)に掲げる措置が困難な場合は、上下操作式の避難ハッチ（７５０㎜以上）を

設置することとし、設置位置等については消防長と別途協議すること。 

(6) 建物と空地との空間に、はしご車の伸長に障害となる高木及び電線等の障害があり、架てい

不能な階層が生じる場合は、必要な措置を講ずるものとする。（図８参照） 

(7) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２６条の６の非常用の進入口(代替開口

部を含む。以下「非常用の進入口」という。)を有する建築物の非常用の進入口に、架ていでき
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るようにすること。 

(8) 非常用の進入口に架ていできない場合は、はしご車が架ていできる場所までバルコニー又は

タラップを設けること。 

(9) バルコニーを有しない建築物に関しては、消防長と別途協議をするものとする。 

(10) 建築物が道路等に接する場合は、道路を空地として利用できるものとする。ただし、６ｍ未

満の道路に接するときは、申請敷地の一部を後退し、６ｍ以上の空地を確保すること。（図

10） 

  (11) 空地の縦断及び横断勾配は、６％以下とする。（図１１） 

  (12) 空地の舗装は、コンクリート又はアスファルトとし、地盤支持力が総重量２０トン（輪荷重

８トン）以上の車両に耐える構造であること。また、空地内に設置される枡蓋等も同様の措置

を施すものとする。 

  (13) 空地場所は、黄色又は白色の塗料で枠取り（幅１５０㎜）して明示し、あわせて標識を設置

することを原則とする。なお、空地内に路面標示できない場合には、必ず標識を設置するものと

する。（図１２） 

  (14) 空地及び空地に付随する設備は、原則として建物管理者が維持管理 

      すること。 

 ２ 進入路 

  (1) 進入路は、原則、はしご車が配備されている消防署から空地内に、はしご車が容易に部署で

きる幅員並びに勾配とし、進入路及び進入路のすみ切り付近には、標識等のポール、電柱、支

線及び高木植樹等がないこと。 

  (2) 開発施行区域に接する進入路の角地にあっては、はしご車が容易に通過できるすみ切りを設

けること。ただし開発施行区域に接しない進入路にあっては、各関係者と協議するものとす

る。（図１３） 

  (3) 開発施行区域内の進入路については、次の基準に適合するものとする。 

   ア 開発施行区域への出入り口を設置すること。（図１４） 

   イ はしご車が建築物内を通過する場合は、路面から建築物までの高さを４ｍ以上確保するこ

と。 

   ウ 進入路の舗装は、コンクリート又はアスファルトとし、地盤支持力が総重量２０トン（輪

荷重８トン）以上の車両に耐える構造であること。Ｕ字溝、マンホール等の付随する構造物

についても同様とすること。 

第３ 手続（届出・検査・指定・引継ぎ） 

  (1) 事業者は、開発事業工事の着手前までにおいて、消防長に消防水利施設設置等届出書（様式

消防１）を提出するものとする。 

  (2) 事業者は、消防長と協議した内容等に変更が生じる場合は、遅滞なく消防長に報告するとと

もに再協議し、消防長の求める図面等を提出するものとする。 

  (3) 事業者は、工事の進行度合いにより、次の検査を消防長に求める事ができる。 

   ア 基礎検査（割栗石及び耐圧検査） 

   イ 配筋検査（２次製品除く） 

   ウ 防水加工及び漏水検査 

   エ 内寸検査（容量確認） 

   オ その他必要な検査 

  (4) 事業者は、工事が完了したときは、消防長に消防水利施設等設置工事完了届出書（様式消防

２）を速やかに提出し、完了検査を受けるものとする。 

  (5) 消防長は、完了検査の結果、基準に適合すると認めるときは、消防水利施設等検査済証（様

式消防３）を交付するものとする。 

  (6) 事業者は、設置した私設の消防水利施設について、消防長に消防水利施設指定承諾書（様式

消防４）を提出するものとする。 

  (7) 規則第１０条別表１消防水利施設等の整備基準３及び４により、市に引き継ぐときは、市長

に引継願（様式消防５）を提出するものとする。 

第４ その他 

 この基準に定めのない事項については、消防長と協議するものとする。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第２の１(3)から(8)までの規定は、平

成２９年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の消防水利施設、消防活動用空地及びその進入路の技術等に関する基準の

規定（第２の１(3)から(8)までの規定に限る。）は、平成２９年６月１日以後になされる開発事業

等の申請等について適用し、同日前になされた開発事業等の申請等については、なお従前の例によ

る。 
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別表 

配 管 口 径 算 定 要 領 

１ 換算管長を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 管長を求める。 

 

 

３ 摩擦損失水頭を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 損失水頭を求める。 

 

 

 

  よって、       ＜６．６０ｍ ならば吸水可能 

  （注）上式を満足しない場合は、口径を換えて計算しなおす。 

種 別 口径（ｍｍ） 90°ｴﾙﾎﾞ 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 45°ｴﾙﾎﾞ 逆止弁 仕切弁 

ＳＵＳ １００ ３．２ － １．５ ８．７ ０．７ 

 １２５ ３．９ － １．８ １０．９ ０．８ 

ＰＥ ＰＷＡ１００ ５．５ １．０ 

 
 ＪＷＷＡ１００ ５．９ １．１ 

 １２５ ７．４ １．４ 

 １５０ － １．９ 

種 別 口径（ｍｍ） 定 数 

ＳＵＳ １００ ０．０４４６ 

 １２５ ０．０１５５ 

ＰＥ ＰＷＡ１００ ０．０６１２ 

 ＪＷＷＡ１００ ０．０４１８ 

 １２５ ０．０１１７ 

 １５０ ０．０１００ 

鋼管 １００ ０．０４４６ 

 １２５ ０．０１５５ 

 １５０ ０．００６７ 

ｍ  

（換算管長） 

使用個数 
90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 

90°ｴﾙﾎﾞ 

＝ 

（    ×    ） ＋ （    ×    ） ＋ （    ×    ） ＋ （    ×    ） 

〔Ａ表〕 

ｍ  

（実際の管長） 

＋ ｍ  

（前１の換算管長） 

＝ ｍ  

（管長） 

ｍ  

（前２の管長） 

＋   

（Ｂ表の数値） 

＝ ｍ  

（摩擦損失水頭） 〔Ｂ表〕 

前３の摩擦 
損失水頭 

ｍ  ＋ ｍ  

（採水口からの落差） 

＝ ｍ  

ｍ  

使用個数 

45°ｴﾙﾎﾞ 

数値 

Ａ表の 

使用個数 

逆止弁 

数値 

Ａ表の 

使用個数 

仕切弁 

数値 

Ａ表の 

数値 

Ａ表の 

※鋼管を用いる場合はＳＵＳの値による 
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（様式消防１） 

消 防 水 利 施 設 等 設 置 届 出 書  

年   月   日  

 三郷市消防長 あて 

住  所 

届出者 氏  名              ○印  

電話番号 

 

 消防水利施設、消防活動用空地及びその進入路の技術等に関する基準に基づき、

消防水利施設等を、下記のとおり設置します。 

記 

 
申 請 地 

 

 三郷市 

 
 

種  別 
 

 消 火 栓（     基） 
 
 防火水槽（     基） 容 量（       ㎥） 
 
消防用活動空地（建築物        側） 

 
構造・寸 法 

 

 

着手予定 日         年    月     日 

※受付欄  備 考 

 

 

 
 備  考 １ ※印のある欄は記入しないこと。 
      ２ ２部提出のこと。 
 添付書類 案内図、配置図、構造図（認定証等）各２部 
      消防用活動空地にあっては、立面図、架梯位置図 
（様式消防２） 
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消防水利施設等工事完了届出書  

年  月  日 

 三郷市消防長 あて 

住  所 

届出者 氏  名              ○印  

電話番号 

 

 消防水利施設、消防用活動空地及びその進入路の技術等に関する基準に基づき、

工事が完了したので、下記のとおり届け出ます。 

記 

 
申 請 地 

 

 三郷市 

 
 

種  別 
 

 消 火 栓（     基） 
 
 防火水槽（     基） 容 量（       ㎥） 
 
 消防用活動空地（建築物        側） 

 
構 造 ・ 寸 法 

 

 

工事完了年月日         年    月     日 

※受付欄  備 考 

 

 

 

 備  考 １ ※印のある欄は記入しないこと。 
      ２ ２部提出のこと。 
 添付書類 消防水利施設設置届出書の添付図に変更がない場合は、必要なし。 
（様式消防３） 
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消 防 水 利 施 設 等 検 査 済 証  
第      号 
年 月 日 

 

三郷市消防長            □印  

 

消防水利施設、消防用活動空地及びその進入路の技術等に関する基準に基づき、

下記の施設が消防水利の基準に適合していることを証明する。 

記 

届 出 者 
住 所  

氏 名  

消

防

水

利

施

設 

等 

申 請 地  

名 称  

種 別  

設置数・容量           基（箇所）           ㎥ 

構造・寸 法  

 

備 考 

 

 

検査 年月 日       年   月   日 

検査員職氏名   職名    氏名            □印 
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（様式消防４） 

消 防 水 利 施 設 指 定 承 諾 書  

年  月  日   

 三郷市消防長 あて 

 

住  所  

承諾者 氏  名              ○印   

電話番号 

 

 消防水利施設、消防活動用空地及びその進入路の技術等に関する基準に基づき、

下記の施設が消防水利として指定されることを承諾します。 

記 

所 在 地 三郷市 

種    別 
 消 火 栓 （        基） 

 防火水槽 （        基） 

形 式  

容 量  

 備  考   ２部提出のこと。 
 
（参考） 
消防法第２１条（抜すい） 
１ 消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水

利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定

して、常時使用可能の状態に置くことができる。 
２ 省 略 
３ 第１項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予

め所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 
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（様式消防５） 
 
 三郷市長          あて 
 

引 継 願 
 
１ 物 件   消 火 栓      基（取付管径        ㎜） 

        防火水槽      基（容  量        ㎥） 

２ 所在地   三 郷 市      丁目    番地   市道   線内 

 
 上記の物件を引き継ぎ願いたく申請します。 
 
     年   月   日 
 
 
                                 ○印  
 
 
 

 
 
                 様 
 
 
 三郷市       丁目      番地     市道     線内の 

 消 火 栓（取付管径        ㎜）      基 

を引き継ぎいたし

ます。 

 防火水槽（容  量        ㎥）      基 

 
 
     年   月   日 

                 三郷市長             □印  
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図１－１ 標識板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 消防水利周辺の
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－３ 歩道に設置した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字は 

「消火栓」 

とする。 

ＧＬ 

消火
ＦＩＲＥ 

標識板の中心から 

2400mm 程度 

消

150 

1

7

100 

1100 

歩道側 

黄色塗装例 

場合又は枠囲いができない場合 

表示板 

φ400mm 以上 アルミ板 

火栓 
 ＨＹＤＲＡＮ

消防

ＧＬ 

消火栓 

150 

1250 

750 

100 

150 

125

75

100 

1100 防火水

消火栓 

文字は 

「消防水利」 

とする。 

防水利 

150 

50 

0 

100 

水槽 

車道側 
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図２－１ 防火水槽配置及び導水管等配管例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 有効範囲とは次の各号に掲げる地域の区分により該当各号に掲げる数値を半円

とした円内の範囲をいう。 

（１） 消防力の整備指針（平成１２年消防庁告示第１号）に規定する市街地の 

うち近隣商業地域、商業地域、工業地域及び工業専用地域 １００メート

ル 

（２） 消防力の整備指針に規定する市街地及び準市街地のうち、前号地区を除く

用途地域及び用途地域の定めない地域 １２０メートル 

（３） 前２号以外の地域 １４０メートル 

２ 消防車両から吸水口まで植栽物等の障害物がないこと。 

３ 消防車両との間にネットフェンス等を設ける場合は吸水口と同数の扉を設け当 

市指定の鍵を備えること。 

 

手動バルブ 

量水器 Ｍ 

６ｍ以内 

開発区域 

採水口 

本管 

Ｍ 
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図２－２ 防火水槽（２次製品・公園緑地）設置例（60t 以上の防火水槽の場合） 

 

 

 

１ 補水管手動バルブの蓋は、黄色でペイントすること。 

２ 補水バルブの出口はＬ字で真下に向けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手動バルブ 

4500 以下 

植物に必要な有効土層厚 
（80～100cm）を保つこと 

ＧＬ 

800～1000 

60t 級以上 

おおよそ 300 

補水管（φ25 以上） 
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消防用マンホール 

ﾏﾝﾎｰﾙ 

補水管(φ 25 以上) 

手動バルブ 

吸水管 

点検用タラップ 

地中ばり 

基礎 

（地盤） 

１階 

２階 

３階 

杭 

通気口 φ 100×2 箇所 
（※60t 以上防火水槽の場合 4 箇所）  

点検用の人通口(φ 600 以上) 

消防用マンホール蓋 
（※60t 以上防火水槽の場合 2 箇所） 

点検用タラップ 

補水管(φ 25 以上)

通水口 φ 150×2 箇所以上 
（※60t 以上防火水槽の場合 4箇所） 

手動バルブ 

図３－１ 連槽式水槽例(40t 防火水槽の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－２ 地中ばり水槽の例 
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図４ 採水装置付き防火水槽（密閉式）例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 防火水槽用地（寄付採納）例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50cm 以上 

民地 

民地 

官地 管理者と協議 

50cm 以上 

民地 

50cm 以上 

フェンスの内側は 

コンクリート打ち舗装 

（異物混入防止装置） 

通気管（防火水槽用通気口表示） 

吸水口 エルボ 

ＧＬ 

（異物混入防止ネット）

異形ソケット 

防火水槽 

点検用タラップ 

取水釜 

管長 20ｍ以下 

算定後の落差 

6.6ｍ以下 

採 

水 

口 

20cm 以上離す 

取水釜 
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10ｍ超え 11ｍ 

 

図７ 消防活動上空地を確保する必要がないと市長が特に認める例 

※小屋裏であって収納庫及び部屋等がないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８消防活動空地と建築物までの距離（参考） 
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図９ 消防活動用空地の設置箇所（参考） 

（１）建物の壁面長が長い場合の例 

  ア 俯瞰図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 俯瞰図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ウ 立面図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）Ｌ字型の建築物でバルコニー面が異なる場合の例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

バルコニー側 

バ
ル
コ
ニ
ー
側 

６ｍ 

１４ｍ 

バルコニー側 

歩行距離は４０ｍ以内 

歩
行
距
離
は

４
０
ｍ
以
内 

 建物の中央に消防活

動用空地を設置するこ

とが困難な場合。 

６ｍ 

１４ｍ 

１４ｍ 

６ｍ 

壁面長 120ｍの建物例（立面） 

４F 以上 

４０ｍ ４０ｍ ４０ｍ 

６ｍ 

１４ｍ 

歩行距離は４０ｍ以内とすること 

壁面長８０ｍの建物例 

バルコニー側 

６ｍ 

１４ｍ 

壁面長８０ｍの建物例 

歩行距離は４０ｍ以内 歩行距離は４０ｍ以内 

歩行距離は４０ｍ以内 歩行距離は４０ｍ以内 
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図１０ ６ｍ未満の道路を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 消防活動用空地の

  （１）縦断勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）横断勾配 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内建築

バルコニー側

１４ｍ 

６ｍ 

活用した消防活動用空地 

縦断及び横断勾配 

築物 

側 

６ｍ未満道路 

 道路を空地

合は、６ｍ以

しい。 

道路幅が６

のように申請

して空地を確

ない。 

 縦 断 及 び

は、共に 6

ること。 

地として活用する場

以上の道路幅が望ま

６ｍ未満の場合は図

請敷地の一部を後退

確保しなければなら

び 横 断 勾 配

6％以下とす
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は
し
ご
付
消
防
自
動
車 

活
動
空
地 

6ｍ 

14ｍ 

は し

活
25cm 

標識は、

に設置する

(標識板の中

 

図１２ 消防活動用空地の

  （１）路面標示の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）標識の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 開発施行区域に接

  （１）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ｍ（Ｒ2ｍ） 

）

2ｍ（Ｒ2ｍ） 

開発施行区域内 

6ｍ道路 

6ｍ道路 

すみ切り 

消防活動用空地の路面
標示は幅 150mm の白又
は黄色で囲い塗装するこ
と。 

ご 付 消 防 自 動 車 の 

活動空地につき駐車禁止 

三郷市消防署 

管理者 

90cm 

白地に赤又は黒文字とし、見やすい位置

こと。 

中心が GL から 120cm～150cm 程度) 

路面標示及び標識例 

※空地内に路面表示できない場合には、標識を

する進入路のすみ切り参考例 

     （２） 
5ｍ 

5ｍ 

5ｍ道路 

開発施行区域内 

5ｍ

置

を設置すること。 

ｍ道路 
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  （３）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （５）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ 開発施行区域内進

 

  （１）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ｍ

1

5ｍ 

7.5ｍ 

開発施行区域内 

5ｍ 

5ｍ 

3ｍ 

開発施行区域

５ｍ道路 

進入間口 10ｍ 

開発施行区域内 

     （４） 

     （６） 

進入間口（はしご付消防自動車） 

       （２） 

 
ｍ 

110 度 
6.5ｍ 

開発施行区域内 

5ｍ 

3ｍ 

5ｍ 

6ｍ 

域内 

5ｍ 

3ｍ 

開発施

進入間口 8ｍ 

6ｍ道路 

開発施行区域内 

6ｍ 

6ｍ 

5ｍ 

施行区域内 
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➢自動車駐車場 

及び 自転車駐車場の整備 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

開発区域周辺の通行の安全及び利

便並びに近隣の住民の生活環境に

配慮するため、建築物等の用途に

応じて次に定める自動車駐車場及

び自転車駐車場を敷地内に整備す

るものとする。ただし、市長が開

発区域周辺の通行の安全及び利便

に支障がなく、かつ、開発区域周

辺の住民の生活環境に影響が少な

いと認める場合は、この限りでな

い。 

 

(1) 自動車駐車場 

ア 戸建住宅の建築を目的とする

開発事業の場合は、１戸につ

き１台以上を確保すること 

イ 共同住宅等の建築を目的とす

る開発事業の場合は、計画戸

数の５０パーセント以上の台

数を確保することとし、計画

戸数に不足する台数について

は、開発区域外に確保するよ

う努めること。 

ウ ア又はイ以外の建築物の建築

を目的とする開発事業の場合

は、規則で定める算定基準に

より算出した台数以上を確保

すること。 

 

(2) 自転車駐車場 

ア 共同住宅等の建築を目的とす

る開発事業の場合は、計画戸

数の１５０パーセント以上の

台数を確保すること。 

イ ア及び戸建住宅以外の建築物

の建築を目的とする開発事業

の場合は、規則で定める算定

基準により算出した台数以上

を確保すること。 

自動車駐車場及び自転車駐車場の設置の基準 

１ 自動車駐車場及び自転車駐車場（以下「駐車場等」とい

う。）で住宅以外の建築物の建築を目的とする開発事業にお

ける設置台数は、別表第９に定める自動車駐車場及び自転車

駐車場の算定基準により算出された台数以上とする。 

 

２ 商業地域又は近隣商業地域で防火地域又は準防火地域に指定

されている区域内における共同住宅等の建築を目的とする開

発事業は、設置すべき自動車駐車場の台数を、計画戸数の３

０パーセント以上とする。 

 

３ 前項の開発事業において地域活性化への配慮のため、共同住

宅等の一階部分に商業施設等の住宅以外の施設を設ける場合

の自動車駐車場の設置台数は、市と協議のうえ決定するもの

とする。この場合において、開発区域内に設置する自動車駐

車場の台数が、計画戸数の３０パーセントに満たないときに

は、不足分を開発区域外（開発区域から概ね５００メートル

以内）に確保しなければならない。 

 

４ 商業地域又は近隣商業地域で防火地域又は準防火地域に指定

されている区域内における住宅以外の建築物の建築を目的と

する開発事業は、設置すべき自動車駐車場の台数を、利用者

数予測、従業員数等を根拠として事業者が作成する自動車駐

車場計画書に基づき、交通担当課と協議のうえ決定するもの

とする。 

 

５ 共同住宅等の入居開始後又は店舗等の事業開始後、駐車場等

の不足が明らかになった場合は、速やかに当該事業の事業者

の責任において不足分を確保するものとする。この場合にお

いて、開発区域外に駐車場等を確保するときは、開発区域か

ら概ね５００メートルの範囲内とする。 

 

６ 自動車駐車場の１台当たりの面積は、１２．５平方メートル

以上（全長５．０メートル以上、全幅２．５メートル以上）

を基準とし、白線等で区画を標示するものとする。 

 

７ 単身用の共同住宅の建築を目的とする開発事業において設置

すべき自転車駐車場の台数は、計画戸数の１００パーセント

以上とする。 

 

８ 自転車駐車場の１台当たりの面積は、１平方メートル以上

（全長２．０メートル以上、全幅０．５メートル以上）を基

準とし、屋根なしの自転車駐車場の場合は、その区画が明確

となる標示及び看板等を建てるものとする。ただし、機械式

の場合は、この限りでない。 

 

９ 自動車が道路に出入りする部分（以下「敷地出入口」とい

う。）は、同一敷地について１箇所とし、間口を４．２メー
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トルとするものとする。ただし、交通処理上等の理由から特

に必要と認められる場合は、出入口の設置数及び間口につい

て、道路管理者と協議のうえ決定するものとする。 

 

１０ 敷地出入口（専用住宅を除く。）の設置場所については、

道路の整備の出入口の設置場所の基準を適用する。 

 

１１ 複数の敷地出入口を設ける場合は、出入口の内側から内側

までの間隔を原則として８メートル以上とするものとする。 

 

１２ 敷地出入口は、安全が確認しやすい構造とし、停止線等の

路面標示をするものとする。 
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別表第９（別表第１関係） 

自動車駐車場及び自転車駐車場の算定基準 

 

 

備考 

１ 設置台数の算出において１台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。 

２ 建築物の用途が２以上の場合には、それぞれの用途ごとに定められた設置台数を合計した台数と

する。 

３ 墓地、納骨堂及び火葬場の建築等を目的とする開発事業等の場合の駐車場の設置台数については、

三郷市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成１７年条例第１０号）に規定する施設基準以上と

する。 

用途区分 自動車駐車場 自転車駐車場 

店舗（スーパー、コ

ンビニエンスストア

等） 

店舗部分延べ床面積２０平方メー

トルにつき１台以上＋事業に必要

な台数＋業務に従事する者に必要

な台数 

店舗部分延べ床面積２０平方メートルにつ

き１台以上 

個人の小売店舗 

 

店舗部分延べ床面積１００平方メ

ートルにつき１台以上＋事業に必

要な台数＋業務に従事する者に必

要な台数 

店舗部分延べ床面積２０平方メートルにつ

き１台以上 

事務所 延べ床面積１００平方メートルに

つき１台以上＋事業に必要な台数

＋業務に従事する者に必要な台数 

延べ床面積２５平方メートルにつき１台以

上 

工場・倉庫・作業所 延べ床面積３００平方メートルに

つき１台以上＋業務に従事する者

に必要な台数 

業務に従事する者に必要な台数 

宿泊施設（旅館・ホ

テル・寮等） 

３室につき１台以上＋業務に従事

する者に必要な台数 

業務に従事する者に必要な台数 

医療施設 ベッド数３台につき１台以上＋社

用車の台数＋業務に従事する者に

必要な台数 

診療施設部分延べ床面積２０平方メートル

につき１台以上 

遊技施設（パチンコ

店等） 

パチンコ台又はスロットル台等３

台につき１台以上 

店舗部分延べ床面積２０平方メートルに１

台以上 

飲食店（レストラ

ン、食堂等） 

店舗部分延べ床面積３０平方メー

トルにつき１台以上＋業務に従事

する者に必要な台数 

店舗部分延べ床面積２０平方メートルにつ

き１台以上 

金融機関 店舗部分延べ床面積３０平方メー

トルにつき１台以上 

店舗部分延べ床面積２５平方メートルにつ

き１台以上 

その他 利用の実態に基づいた適切な台数 利用の実態に基づいた適切な台数 
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➢地域コミュニティへの配慮 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 一団で１００戸以上の住宅を建築する場合は、集会施

設の設置に努めるものとする。 

 

２ 集会施設の床面積は、概ね計画戸数に０．８平方メー

トルを乗じた面積とする。 

 

 

 

➢都市景観創出への配慮 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

景観法(平成１６年法律第１１０号)、三郷市景観計画並び

に三郷市景観条例(平成２２年条例第１６号)及び三郷市景

観条例施行規則(平成２３年規則第２号)の規定を遵守し、

市が行う景観形成に関する施策に協力するとともに、道

路、公園、建築物、工作物等の形状、色彩等を周辺環境に

調和させるように配慮し、自ら積極的に良好な景観形成を

実現するための措置を講じるよう努めなければならない。 

 

 

※ 景観に関する手続き【担当課：都市デザイン課】 

 「開発事業」に該当する建築物は、三郷市景観計画の手続きが必要です。 

 

 

➢中高層建築物 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

中高層建築物を計画する場合は、当該建築物の建築に係る

周辺住民等との紛争を未然に防止するため、周辺の住環境

に及ぼす影響に配慮しなければならない。 

中高層建築物への配慮 

中高層建築物を計画する場合は、埼玉県

中高層建築物の建築に係る指導等に関す

る要綱に基づき、埼玉県と事前に協議

し、建築事業報告書が受理されていなけ

ればならない。 

 

※ 中高層建築物に関する手続き【担当課：開発指導課】 
 「埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱」に関する書類は、埼玉県

のホームページでダウンロードをお願いします。また、三郷市役所開発指導課（本庁

舎３階）の窓口でもお配りしています。
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➢公害防止及び環境への配慮 

条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

１ 三郷市公害防止条例（昭和５０年条例第２４号）及び

三郷市公害防止条例施行規則（昭和５０年規則第２９

号）の規定を遵守しなければならない。 

 

２ 土石の堆積の規制に関しては、宅地造成及び特定盛土

等規制法(昭和 36 年法律第 191 号)、宅地造成及び特定

盛土等規制法施行条例(令和 7年埼玉県条例第 16号)、

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和 7年埼玉

県規則第 70 号)及び埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染

の防止に関する条例(平成 14年埼玉県条例第 64号)を遵

守しなければならない。 

 

３ アイドリング・ストップの実施は、埼玉県生活環境保

全条例（平成１３年埼玉県条例第５７号）及び別に定め

る基準を遵守し、大気汚染の防止及び地球温暖化防止に

努めなければならない。 

アイドリング・ストップの実施における

別に定める基準 

アイドリング・ストップの実施における

別に定める基準とは、駐車場の設置者及

び管理者が駐車場利用者へのアイドリン

グ・ストップの周知を行う場合の看板等

に係る基準（平成２２年告示第１７号）

をいう。 
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平成２２年１月２６日 
三郷市告示第１７号 

 
駐車場の設置者及び管理者が、駐車場利用者へのアイドリング・ストップの周知を行う場合の看板等
に係る基準 
 
１ アイドリング・ストップ看板の基準 

 看板仕様 １文字のサイズ 看板寸法 
１ 標準 ５㎝四方以上 縦９１ｃｍ×横６０ｃｍ以上 

又は縦６０ｃｍ×横９１ｃｍ以上 
２ 拡大 ９㎝四方以上 縦１８０ｃｍ×横９０ｃｍ以上 

又は縦９０ｃｍ×横１８０ｃｍ以上 
３ 超拡大 ５㎝四方以上で、看板に合う

サイズ 
縦２７０ｃｍ×横１８０ｃｍ以上 
又は縦１８０ｃｍ×横２７０ｃｍ以上 

４ 大規模 ６㎝四方以上 縦１２０ｃｍ×横８０ｃｍ以上 
又は縦８０ｃｍ×横１２０ｃｍ以上 

 
２ 駐車場の設置者及び管理者が設置するアイドリング・ストップ看板の設置基準 

 規模 看板仕様 枚数 協議 
１ 駐車台数６台以上１５台以下又

は不特定多数が利用する新設店
舗若しくは流通センター（コン
ビニエンスストア、ディスカウ
ントストアー、飲食店、倉庫等
を含む。） 

標準 １枚 新規に設置す
る場合は事前
協議が必要。 
既存のもの
は、必要に応
じて協議を要
する。 ２ 駐車台数１５台以上１９台以下

又は駐車場面積４００㎡以上５
００㎡未満 

標準 １枚 

３ 駐車台数２０台以上４０台以下
又は駐車場面積５００㎡以上
１，０００㎡未満 

標準 ２枚 

４ 駐車台数４１台以上２００台以
下又は駐車場面積１，０００㎡
以上５，０００㎡未満 

標準の場合 ２０台に１枚 
拡大の場合 ６０台に１枚 

５ 駐車台数２０１台以上又は駐車
場面積５，０００㎡以上 

標準の場合 ２０台に１枚 
拡大の場合 ６０台に１枚 
超拡大の場合 １２０台に１枚 
大規模の場合 １フロアーに５

枚。ただし、駐車
台数２０１台以上
の場合は、１０枚
以上 

 
３ 周知の特例 

駐車場の形状又は駐車台数が２０１台以上のために基準看板の設置を要することにより、アイド
リング・ストップの周知が困難な場合は、次に掲げる方法により周知するものとする。この場合に
おいては、協議により設置すべき看板の枚数を軽減する。 
(1) 駐車場入場時に自動的に放送する。 
(2) 駐車券等にアイドリング・ストップの実施について周知文書を表示する。 
(3) 駐車場の周辺施設にアイドリング・ストップの実施について周知看板等を設置する。 
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➢循環型まちづくりへの配慮 

条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

建築物を建築する場合には、太陽

光、太陽熱、雨水等の自然エネル

ギーが利用できる施設の設置、発

電時に排熱を利用するコージェネ

レーションシステムの導入、節電

及び節水型機器の設置等により、

エネルギー消費の抑制に努めなけ

ればならない。 

 

 

 

➢福祉のまちづくりへの配慮 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

開発事業の計画を策定するに当た

っては、高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）及び

埼玉県福祉のまちづくり条例（平

成７年埼玉県条例第１１号）を遵

守し、福祉のまちづくりの推進に

努めなければならない。 

 

 

 

 

➢その他（浄化槽処理水の排水先） 
条例 第１９条関係 条例施行規則 第１０条関係 

 浄化槽処理水の排水先 

浄化槽の処理水の排水は、排水先となる施設等に適切に接続する

ものとする。 
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➢最低敷地面積 
条例 第２１条関係 
 区域 敷地面積 

ア 

 

都計法第１２条の４の規

定により定める地区計画

の区域 

当該地区計画に定める面積 

イ アを除く市街化区域 １ １２０平方メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該各号の面積とする。 

(1) 平成２２年１２月３１日まで、建築物の敷地として利用されて

いる区画の変更を行わない土地又は区画の変更のない建築物の

敷地として利用する土地の場合 当該土地の面積 

(2) 建基法の規定による道路に接する土地で道路後退により１２０

平方メートル未満となる場合 当該後退部分を除いた面積 

(3) 国又は地方公共団体が土地収用法（昭和２６年法律第２１９

号）第２条の規定による土地の収用をしたことにより１２０平

方メートル未満となった場合 当該土地の面積 

(4) 前３号の土地を敷地拡張する場合 前３号の土地と拡張した土

地の合計面積 

(5) 相続その他の規則で定める事由による場合 当該分割した土地

の面積 

 

２ 開発区域の面積（公共・公益施設等の用に供する部分を除く。）

を１２０平方メートルで除して小数点以下を切り捨てた正数の数

値に１２０平方メートルを乗じた面積を当該開発区域の面積から

減じて得た面積が１００平方メートル以上の場合は、１区画のみ

面積を１００平方メートル以上とすることができる。 

ウ 

 

市街化調整区域 三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第２条

に規定する面積 

 
 
【参考（計算方法）】詳しくは８７ページを参照してください。 

開発区域の面積（公共・公益施設等の用に供する部分を除く。）÷１２０㎡ 

＝Ｘ余りＹ  ← 左の公式に当てはめて 

Ｙが１００㎡以上であれば 

１区画のみ１００㎡以上にできる！ 

・計算例１ 

（開発区域から公共・公益施設等の用に供する部分を除いた面積が７００㎡の場合） 

      ７００㎡÷１２０㎡ ＝ ５余り１００㎡ 

ＯＫ！（１００㎡以上） 

 

・計算例２ 

（開発区域から公共・公益施設等の用に供する部分を除いた面積が８００㎡の場合） 

８００㎡÷１２０㎡ ＝ ６余り８０㎡ 

ＮＧ！（１００㎡未満） 

 

※ 開発区域の面積には、道路後退（２項後退）部分の面積は含めません。
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最低敷地面積 
条例施行規則 第１２条関係 
項目 細目 技術基準細則 

アを除く市街化区域 建基法の規定に

よる道路に接す

る土地で道路後

退により１２０

平方メートル未

満となる場合 

建基法の規定による道路に接する土地で道路後退により

１２０平方メートル未満となる場合とは、道路後退の面積

と開発区域の面積の合計が１２０平方メートル以上の場合

をいう。 

相続その他の規

則で定める事由

による場合 

相続その他の規則で定める事由とは、次に掲げるものと

する。 

(1) 相続、生前贈与又は破産により当該敷地に複数の相続

人等がいる場合にあって、やむを得ず敷地を分割し、

当該相続人等が自己の建築敷地として利用する場合 

(2) 開発行為等事前協議申請書に関する協議書を締結した

土地の区画の変更のない建築物の敷地の場合 

(3) 公衆便所、巡査派出所、近隣住民を対象とした公民館

その他これらに類する公共又は公益上必要なものに係

る建築敷地として利用する場合 

小規模開発事業

の措置 

平成２５年１２月３１日までに行った小規模開発事業に

より分筆した残りの区画が１００平方メートル以上１２０

平方メートル未満の場合であって、区画の変更のない建築

物の敷地として小規模開発事業を行うときの土地は、当該

土地の面積とする。 
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●手続きフロー 
【開発事業の手続きフロー】 

標
準
処
理
期
間

日

開
発
許
可
（都
市
計
画
法
）

建築物等の計画

開発事業事前協議申請書

（様式第1号）の作成

相談

※ 必要に応じて行ってください。

開発事業の周知標識

（様式第10号）の設置 受付

審査・修正図面等の確認検討・図面等の修正

協議書（２部）を作成
※ 中高層建築物の場合は、建築事業

報告書を県が受理した後に作成

※ 申請書の提出から協議締結までの間に設計内容を変更する場合、

「開発事業(変更)事前協議申請事項変更届（様式第5号）」を提出してください。

（受付から協議締結までの手続きフローは、当初申請手順と同様です。）

＜協議＞

＜照会＞

＜協議完了後、修正図面等を

開発指導課へ２部提出＞

申請者 開発指導課 関係各課（関係機関）

協議締結完了（協議書を申請者と開発指導課で１部ずつ保管）
※ 開発許可が必要な場合、市は「公共施設管理者の同意書」を同時交付

開発許可申請書

（別記様式第二）の作成
受付

審査

許可

（開発許可通知書の作成）

開発許可通知書の受取

※ 適合証明書を同時申請できます。

ただし、審査は開発許可後となります。

（標準処理期間 １０日間）

※ 公共施設管理者が三郷市以外の

場合は、その公共施設管理者の

「公共施設管理者の同意書（都市

計画法第３２条の同意書）」の添付が

必要です。

＜協議完了後、協議結果を回答＞

＜受取＞

協議書（２部）に捺印 協議書（２部）に捺印
＜提出＞

＜交付＞

＜申請＞

〈
開
発
許
可
が
必
要
な
場
合
〉

（自
己
用
住
宅
は

日
）

標
準
処
理
期
間

日

事
前
協
議

3040

（
自
己
用
住
宅
は

日
）

標
準
処
理
期
間

日

変
更
事
前
協
議

※ 協議締結完了後に設計内容を変更する場合、

「開発事業変更事前協議申請書（様式第6号）」を提出してください。

（受付から協議締結までは、当初申請手順と同様です。）

※ 開発事業事前協議申請書の提出後に開発事業を廃止した場合は、

「開発事業廃止届（様式第17号）」を提出してください。

農地転用許可との調整

※ 市街化調整区域で農地転用

許可が必要な場合に行います。

※ 別途、手続きフロー、標準処理

期間を定めていますので、

開発指導課へお問い合わせ

ください。

＜同時許可＞ 10

＜申請＞

1520
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【工事検査フロー】 

 

事前協議締結後

工事着手

開発事業工事

着手届を提出
（様式第11号）

受付

開発事業工事中間

検査依頼書を提出

（様式第12号）
※中間検査が必要な場合

受付

関係各課へ
中間検査依頼

（中 間 検 査）

工事完了

開発事業工事

完了届を提出
（様式第13号）

受付

関係各課へ
完了検査依頼

完 了 検 査

是正指示書

是正結果報

告書を提出

（様式第16号）

受 取
開発事業工事
検査済証の交付

事業者 開発指導課

＜再検査＞

条例の工事検査

（都計法第３２条の協議が不要な開発行為）

事業者 開発指導課

事前協議締結及び開発許可後

工事着手

工事着手届を提出

（様式第３号）

公告前建築

承認申請書

（様式第６号）
※やむを得ず建築工事

と並行するもの

受付

中間検査依頼書
を提出

（様式第4号の2）
※中間検査が必要な場合

受付

関係各課へ
中間検査依頼

（中 間 検 査）

受付・審査

工事完了

完了届出書を提出
（別記様式第四号）

受付

関係各課へ
完了検査依頼

完 了 検 査

是正指示

受 取 検査済証の交付

工事完了公告

＜承認＞

＜申請＞

都計法の工事検査

（都計法第３２条の協議が必要な開発行為）

＜再検査＞

是正結果報

告書を提出

合格

不合格

不合格

合格

  
≪様式≫

①条例の工事検査に該当する場合

三郷市開発事業等の手続等に関する条例に規定されている様式をご提出ください。

②都市計画法の工事検査に該当する場合

都計法第32条による協議が必要な開発行為の場合は、都市計画法施行規則及び三郷市都市計画法に基づく開発行為等

の手続に関する規則に規定されている様式をご提出ください。  
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●標識の設置 
 

開発事業事前協議申請後、以下の標識（Ａ３ひな形をホームページに掲載しています）

を設置してください。 

 開発許可（都市計画法第２９条の許可）が必要な場合は、この標識だけでなく、開発許

可後に「都市計画法に基づく開発行為の許可標識」も設置してください。 

 

様式第１０号（条例第１１条関係） 

開発事業の周知標識 

下記の内容の事業を計画しています。 

事 業 者 
住 所  

氏 名  

区 域 の 地 名 ・ 地 番 
三郷市 

予 定 建 築 物 の 用 途  

区 域 面 積 ㎡  

予 定 建 築 物 の 高 さ ｍ  

予定建築物の階数及び棟数  

問い合わせ先 

氏 名  

連 絡 先  

 

 

備考  

１ 開発事業申請者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記

入すること。 

２ 地面から標識の下端までの高さが８０センチメートル以上となるよう設置すること。 

３ 標識は、区域が道路に接する部分に設置すること。 

４ 標識は、風雨に耐えられる構造とすること。 

５ 都計法に定める標識に必要な事項を加えることでこの標識に替えることができる。

３５センチメートル以上 

２
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 
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●提出書類 
➢開発事業事前協議申請        ・・・７４ページ 

➢開発事業（変更）事前協議申請事項変更届・・７７ページ 

➢開発事業変更事前協議申請      ・・・７８ページ 

➢開発事業工事着手届         ・・・８０ページ 

➢開発事業工事中間検査依頼      ・・・８１ページ 

➢開発事業工事完了届         ・・・８２ページ 

➢開発事業廃止届           ・・・８３ページ 

 
※開発許可（都市計画法第２９条の許可）を受ける場合、工事着

手届、工事中間検査依頼、工事完了届は、本書に掲載された様式や

添付書類を使用できません。（開発許可用の様式や添付書類を使用

してください。） 

 
以下の提出書類についても、ホームページでダウンロードすることができ

ます。 

・是正結果報告書 

・開発事業承継届 

・開発事業特定承継承認申請書 

・開発事業（変更）事前協議変更届（軽微な変更に該当する場合） 
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開発事業事前協議申請 

【提出書類】 
種 類 縮 尺 記載事項等 

開発事業事前協議申請書 

（様式第１号） 
 

記入例（本書の７４ページ）を参考に記入してくださ

い。 

委任状  

・申請手続等を代理人が行うときに必要 

・書式の定め無し 

・押印する印は認印で可 

案内図  
・付近の見取図 

・開発区域を朱書 

土地登記簿謄本  
・申請時以前6ヶ月以内のもの(最新のもの) 

・コピー可（登記情報提供サービスのものも可） 

公図の写し 1／600以上 

・開発区域を朱書 

・方位、隣地の地番、開発区域の地番 

・コピー可（登記情報提供サービスのものも可） 

現況図 1／500以上 

①開発区域及び工区の境界（朱書） 

②方位 

③ＢＭ位置と高さ 

④開発区域内及び周辺の公共施設等（止水栓や公共汚水

桝等） 

求積図 
1／500以上 

実測図による三斜法又は座標計算 

※1 開発区域内区画割求積図 

（住宅地、道路、ごみ集積所等の別) 

土地利用計画図（配置図） 1／500以上 

①開発区域及び工区の境界（朱書） 

②方位 

③道路、防火水槽等公共施設及び協議により設置する各

施設の位置、形状及び寸法 

④道路幅員及び道路種別 

⑤予定建築物の用途、位置及び形状 

造成計画平面図 

縦横断面図     ※2 
1／500以上 

①開発区域及び工区の境界（朱書） 

②方位 

③ＢＭ位置と高さ 

④現況高・計画高 

⑤切土及び盛土をする土地の状況 

排水計画図     ※3 1／500以上 

①排水施設の位置、種別、形状、材料、内のり寸法、勾

配延長及び流れ方向並びに吐口の位置及び放流先 

②雨水・汚水・雑排水の別 

③方位 

④凡例 

排水施設構造図  汚水桝、雨水桝、浄化槽等の構造図 

給水計画図     ※3 1／500以上 
①給水施設の位置、管種、管径及び形状 

②取り出し位置 

雨水流出抑制施設図 ※2 1／500以上 求積図及び計算書 

緑化計画図     ※2 1／500以上 
雨水貯留を植栽地内に計画する際には、貯留施設の分か

る平面図及び植栽地の断面図 

道路断面横断図   ※2 1／20 
道路構造・雨水桝及び取付管・道路側溝位置・埋設管の

位置それぞれの形状及び寸法 

擁壁構造図     ※2  
ブロック、コンクリート擁壁等の形状、寸法、配筋状

況、隣地との高低差 
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ごみ集積所構造図  ※2  本書の３１ページを参考に作成してください。 

予定建築物の平面・立面図 1／500以上 
建築面積、延べ床面積 

(但し、分譲住宅を除く) 

その他必要な図書   

※4 

・本人又は親族の戸籍謄本、住民票等 

申請時以前6ヶ月以内のもの（最新のもの） 

（コピー可） 

建築物の用途等により別途指示したとき 

※1 複数の区画割を行う場合はご提出ください。 

※2 事業計画内で施設を整備しない場合は不要です。 

※3 土地利用計画図の中に併せて記入してもかまいません。 

（事業計画によっては、別途図面を提出していただくことがあります。） 

※4 市街化調整区域で計画する場合は、都計法第34条各号に適合することを証する書類をご提出

ください。（例：市街化調整区域で自己居住用の住宅を建築する場合は、三郷市都市計画法

に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第2号ア、イ、ウに適合することを証する書類

をご提出ください。） 

 

【提出部数】 
下記の表でチェックが入った部数を提出してください。 

 副本及び担当課（意見照会先）分はコピーでも構いません。 

  
担当課 

（意見照会先） 

内容 

（どれか１つでも該当すると、担当課へ意見照会が必要となります。） 

 

開発指導課 
・漏れなく正本の提出が必要です。 ☑ 

・漏れなく副本の提出が必要です。 ☑ 

都市デザイン課 ・漏れなく意見照会が必要です。 ☑ 

まちづくり事業課 

・三郷中央地区、三郷インターＡ地区、三郷インター南部地区、三郷北部地

区の地区内で次のいずれかである。 

２０区画以上の分譲住宅、２０戸以上の共同住宅等、 

店舗、事務所、倉庫、工場（左記４つは規模に関わらず） 

□ 

みどり公園課 
・自己用住宅や分譲住宅以外で、開発区域面積５００㎡以上である。 

（ただし、分譲住宅で、開発区域面積３０００㎡以上の場合は照会が必要） 
□ 

道路課 ・漏れなく意見照会が必要です。 ☑ 

河川課 ・漏れなく意見照会が必要です。 ☑ 

下水道課 ・下水道を利用する、又は市街化区域内で排水計画がある。（浄化槽使用） □ 

生活安全課 ・自己用住宅以外である。（分譲住宅は照会が必要） □ 

クリーンライフ課 ・自己用住宅以外である。（分譲住宅は照会が必要） □ 

商工観光課 ・住宅以外である。 □ 

農業振興課 ・市街化調整区域内である。 □ 

農業委員会事務局 ・土地登記簿上で農地である。 □ 

生涯学習課 ・埋蔵文化財包蔵地である。 □ 

市民課 ・２０戸以上の共同住宅等である。 □ 

市民活動支援課 ・２０区画以上の分譲住宅又は２０戸以上の共同住宅等である。 □ 

学務課 ・２０区画以上の分譲住宅又は２０戸以上の共同住宅等である。 □ 

こども政策課 ・３０戸以上の共同住宅等である。（単身用は除く） □ 

警防課 

・自己用住宅以外で次のいずれかである。 

開発区域５００㎡以上 

延床面積５００㎡以上 

地上４階以上又は軒高が１０ｍ超 

□ 

施設課 ・上水道を利用する。 □ 
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様式第１号（条例第８条関係） 

 

開発事業事前協議申請書 
 

令和○○年○○月○○日  

 

三郷市長       あて 

 

申請者 住 所 ○○市○○町○○番地○○  

氏 名 三郷 太郎         

電話番号 ０４８－９５３－１１１１  
（法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例第８条第１項の規定により、関係書類を添

えて事前協議の申請をします。 

 

 

 

１ 区域の地名・地番             三郷市○○○○丁目○○番○     

 

２ 区域区分                市街化区域 ・ 市街化調整区域     

 

３ 区域の用途地域               第１種中高層住居専用地域      

 

４ 区域面積                  ５６０．３５ ㎡   

 

５ 予定建築物の用途               共同住宅            

 

６ 計画区画数・戸数               ２区画 ・ １２戸       

 

７ 工事着手予定日及び工事完了予定日   （工事着手予定日）令和○○年○月○○日  

 

                     （工事完了予定日）令和○○年○月○○日 

  

８ 添付書類               添付書類一覧参照 

 

どちらかを囲む 

※２項後退部分を除いた面積 

※実測を記入 

（小数点以下第２位まで） 

記載方法 
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様式第５号（条例第１０条関係） 
 

開発事業（変更）事前協議申請事項変更届 
 

令和○○年○○月○○日  

 

三郷市長         あて 

 

届出者 住 所 ○○市○○町○○番地○○  

氏 名 三郷 太郎         

電話番号 ０４８－９５３－１１１１  
（法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 三郷市開発事業等の手続等に関する条例第１０条第１項の規定により、開発事業の事前

協議に係る事項の変更について、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 申請年月日 

 

 ○○年○○月○○日 

 

２ 申請区域の地名・地番 

 

    三郷市○○○○丁目○○番○                            

 

３ 変更に係る事項 

 

例：申請者の変更（三郷太郎→三郷次郎）、開発区域の面積、Ａ・Ｂ区画の面積、

雨水貯留施設（平面貯留の規模、貯留槽の規模）、雨水排水施設の経路、公共汚水

桝の位置、緑地の面積、ごみ集積所の面積、給水引込管の位置、防火水槽の位置、

消防活動空地の位置、自動車駐車場の台数、自転車駐車場の台数、擁壁の構造変更、

切下げ幅の変更、防護柵の設置    

 

４ 変更の理由 

 

   例：銀行の融資にあたり、名義人を変更する必要が生じたため。 

建築計画変更のため。 

 

５ 申請受付番号（※） 

 

              

備考 ※欄には記入しないこと 

・変更に係る図面を添付してください。 

・代理人が届け出る場合、委任状（書式の定めなし）を添付してください。 

・提出部数は１部です（副本の返却を希望する場合は２部）。 

記載方法 

「届出者」は、「開発事業事前協議申請」の「申請者」としてくだ

さい。 

「申請者」自体が変更になる場合は、次のいずれかの方法で提出し

てください。 

・「届出者」を変更前の「申請者」とする。 

・「届出者」を変更後の「申請者」とし、申請者が変わったことを

証明できる書類を添付する。 

変更が生じた事項及び内容につい

て記載すること。 

変更に関わる事項についての理由

を明確に記入すること。 

開発事業事前協議申請書の申請日

を記入してください。不明な場

合は、開発指導課へお問い合わ

せください。 
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開発事業変更事前協議申請     
【提出書類】 

種 類 縮 尺 記載事項等 

開発事業変更事前協議申請書 

（第式第６号） 

 記入例（本書の７７ページ）を参考に記

入してください 

委任状  ・申請手続等を代理人が行うときに必要 

・書式の定め無し 

・押印する印は認印で可 

開発事業事前協議書  写し可 

案内図  ・付近の見取図 

・開発区域を朱書 

変更理由及び変更内容がわか

るもの 

 書式の定めなし 

「開発事業事前協議書」の項目２～４の表

と比較して変更内容がわかるように作成し

てください。（新旧対照表など） 

変更内容がわかる図書又は図面  内容変更前、変更後がわかるもの 

 

【提出部数】 
「正本１部」＋「副本１部」＋「担当課（意見照会先）分」を開発指導課（本庁舎３

階）へ提出してください。 

副本及び担当課分はコピーでも構いません。 
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様式第６号（条例第１０条関係） 

開発事業変更事前協議申請書 
 

令和○○年○○月○○日 

三郷市長       あて 

 

申請者 住 所 ○○市○○町○○番地○○  

氏 名 三郷 太郎         

電話番号 ０４８－９５３－１１１１  
（法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例第１０条第２項の規定により、関係書類を添え

て事前協議の変更の申請をします。 

 

 

 

１ 協議締結年月日・番号          令和□□年□月□日 □□三開条例協議 第□□□号  

 

２ 区域の地名・地番            三郷市○○○○丁目○○番○      

 

３ 区域区分                市街化区域 ・ 市街化調整区域     

 

４ 区域の用途地域                第１種中高層住居専用 地域    

 

５ 区域面積                       ５６０．３５ ㎡     

 

６ 予定建築物の用途               共同住宅             

 

７ 計画区画数・戸数               ２区画・１２戸          

 

８ 工事着手予定日及び工事完了予定日   （工事着手予定日）令和○○年○月○○日  

 

                     （工事完了予定日）令和○○年○月○○日 

 

９ 添付書類               別紙添付書類一覧参照 

 

※２項後退部分を除いた面積 

※実測を記入 

（小数点以下第２位まで） 

記載方法 
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様式第１１号（条例第１２条関係） 

開発事業工事着手届 
令和○○年○○月○○日  

三郷市長        あて 

 

届出者  住所 ○○市○○町○○番地○○    

氏名 三郷 太郎          
（法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例第８条第１項の規定により、協議書を締結した

開発事業について、工事に着手したので同条例第１２条第１項の規定により下記のとおり

届け出ます。 

 

記 

 

協議締結年月日・番号 令和□□年□□月□□日  □□三開条例協議第□□□号 

区域の地名・地番 三郷市○○○○丁目○○番○ 

工 事 着 手 年 月 日 令和□□年□月□日 

工事完了予定年月日 令和□□年□月□日 

工 事 

施工者 

住 所 □□市□□町□□番地□□ 

氏 名 株式会社□□□□ 代表取締役 □□□□ 

設計者 
住 所 △△市△△町△△番地△ 

氏 名 △△設計事務所 △△△△ 

現 場 

管理者 

住 所 □□市□□町□□番地□□ 

氏 名 株式会社□□□□ □□□□ 

 

備考 

・「工程表（書式の定めなし。）」を添付してください。 

・「開発事業の周知標識（様式第１０号）」の設置状況がわかる写真を添付してください。 

・提出部数は１部です（副本の返却を希望する場合は２部）。 

 

記載方法 

開発許可（都市計画法第２９条の許可）

を受ける場合、この様式や添付書類を使

用できません。（開発許可用の様式や添

付書類を使用してください。） 
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様式第１２号（条例第７条関係） 

開発事業工事中間検査依頼書 
令和○○年○○月○○日  

三郷市長        あて 

 

届出者  住所 ○○市○○町○○番地○○    

氏名 三郷 太郎          

電話番号 ０４８－９５３－１１１１  
 （法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例第８条第１項の規定により協議書を締結した開

発事業について、工事が指定の工程に達したので、同条例施行規則第７条第１項の規定に

より下記のとおり中間検査を依頼します。 

 

 

記 

 

協議締結年月日・番号 
令和□□年□□月□□日 □□三開条例協議第□□□号 

令和□□年□□月□□日 □□三開条例変更協議□□□号 

区域の地名・地番 三郷市○○○○丁目○○番○ 

検 査 対 象 の 内 容 
例：雨水貯留槽 

道路及び公共下水道 

     

  

備考 

・土地利用計画図（縮尺１／１０００以上、給水・排水計画図を含む）を添付してくださ

い。 

・工程記録写真（検査依頼に係る部分のみで可）を添付してください。 

・提出部数は１部です（副本の返却を希望する場合は２部）。 

 

 

開発許可（都市計画法第２９条の許可）を

受ける場合、この様式や添付書類を使用で

きません。（開発許可用の様式や添付書類

を使用してください。） 

記載方法 

変更協議を行った場合は、変更協議も記

入してください。 
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様式第１３号（条例第１２条関係） 

開発事業工事完了届 
令和○○年○○月○○日  

 

三郷市長        あて 

 

届出者  住所 ○○市○○町○○番地○○    

氏名 三郷 太郎          

電話番号 ０４８－９５３－１１１１  
 （法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）  

 

 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例第８条第１項の規定により協議書を締結した開

発事業について、工事が完了したので同条例第１２条第２項の規定により下記のとおり届

け出ます。 

 

 

記 

 

協議締結年月日・番号 
令和□□年□□月□□日 □□三開条例協議第□□□号 

令和□□年□□月□□日 □□三開条例変更協議□□□号 

区域の地名・地番 三郷市○○○○丁目○○番〇 

工 事 完 了 年 月 日 令和□□年□□月□□日 

 

 

備考 

・土地利用計画図（縮尺１／１０００以上、給水・排水計画図を含む）を添付してくださ

い。 

・工程記録写真（中間検査で提出した写真は除く）を添付してください。 

・確定測量図（縮尺１／５００以上）を添付してください。 

・提出部数は１部です（副本の返却を希望する場合は２部）。 

・Ａ２サイズ以上の図面を添付する場合は、開発指導課に提出部数をご相談ください。 

記載方法 

変更協議を行った場合は、変更協議も記

入してください。 

開発許可（都市計画法第２９条の許可）を

受ける場合、この様式や添付書類を使用で

きません。（開発許可用の様式や添付書類

を使用してください。） 

工事完了年月日は、届出日以前

（届出日含む）としてください。 
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様式第１７号（条例第１４条関係） 

開発事業廃止届 
令和○○年○○月○○日  

 

三郷市長        あて 

 

開発事業者  住所 ○○市○○町○○番地○○    

氏名 三郷 太郎          

電話番号 ０４８－９５３－１１１１  
（法人は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

下記のとおり開発事業を廃止したので、三郷市開発事業等の手続等に関する条例第１４

条第１項の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 開発事業を廃止した年月日 

 

令和□□年□□月□□日 

 

２ 事前協議申請受付年月日・番号又は締結年月日・番号 

 

令和□□年□□月□□日 □□三開条例協議第□□□号 

令和□□年□□月□□日 □□三開条例変更協議□□□号  

 

３ 開発事業の廃止に係る区域の地名・地番 

 

     三郷市○○○○丁目○○番○                           

 

４ 開発事業の廃止に係る区域の面積 

 

     ５２１．２３  ㎡  

 

５ 公共・公益施設の原状回復の有無 

 

  無 ・ 有  ／（有の場合）施設の内容                

 

６ 廃止理由 

 

    建築計画がなくなったため                             

 

備考 

・代理人が届け出る場合、委任状（書式の定めなし）を添付してください。 

・廃止した開発事業事前協議書（原本）を添付してください。 

・提出部数は１部です（副本の返却を希望する場合は２部）。 

記載方法 

廃止した年月日は、届出日以前

（届出日含む）としてください。 

変更協議を行った場合は、変更協議も記

入してください。 
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●参考資料 
➢土地利用計画図の記載例       ・・・８５ページ 

➢開発道路の設計例（分譲住宅向け）  ・・・８６ページ 

➢区画割の設計例（分譲住宅向け）   ・・・８７ページ 

➢条例（本文）            ・・・８８ページ 

➢条例施行規則（本文）        ・・・９２ページ 
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市街化区域における区画割例

1.開発区域 1,000㎡未満で道路延長が35m以下の場合

【例1】新設道路W＝5.0ｍの場合

【例2】新設道路W＝4.5ｍの場合

【例3】新設道路W＝5.0ｍの場合

　(地区計画により最低敷地面積が定められている地域は除きます。)

2.開発区域 1,000㎡以上で道路を設ける場合

P

開発区域面積　960.00㎡

道路部分面積　169.50㎡

ごみ置場面積　　2.50㎡

敷地部分面積　788.00㎡

道路部分面積 　468.50㎡

敷地部分面積  1447.70㎡

ごみ置場面積　　 3.80㎡

開発区域面積　1920.00㎡

【凡例】

駐車スペース：2.5×5.0

開発区域面積　960.00㎡

道路部分面積　162.00㎡

ごみ置場面積　　2.50㎡

敷地部分面積　795.50㎡
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区画割の設計例（分譲住宅向け） 
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平成２１年１２月１５日 
三 郷 市 条 例 第 ３ ４ 号 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例 
 
 第１章 総則（第１条―第７条） 
 第２章 開発事業（第８条―第１４条） 
 第３章 小規模開発事業（第１５条―第１７条） 
 第４章 開発事業等の基準（第１８条―第２１条） 
 第５章 雑則（第２２条―第２８条） 
 附則 

第１章 総則 
（目的） 
第１条 この条例は、開発事業等を行う場合における手続、協議基準その他の必要な事項を定めるこ
とにより、市民、事業者及び市が一体となって良好な都市環境の保全及び形成を図り、もって市民
にやさしい魅力あるまちづくりの実現に資することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、都市計画法（昭和４３年法律第
１００号。以下「都計法」という。）、都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「施
行令」という。）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「建基法」という。）及び建築
基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 開発行為 都計法第４条第１２項に規定する開発行為をいう。 
(2) 建築物 建基法第２条第１号に規定する建築物をいう。 
(3) 建築 建基法第２条第１３号に規定する建築をいう。 
(4) 建築行為 建築物を建築し、又は都計法第４条第１１項に規定する特定工作物を建設すること
をいう。 

(5) 開発事業 次に掲げる開発行為又は建築行為をいう。 
ア 都計法第３２条による協議が必要な開発行為 
イ 建基法第４２条第１項第５号に規定する道路（以下「位置指定道路」という。）を築造する

開発行為 
ウ 開発区域の面積（継続的又は一体的に行われる隣接する土地があるときは、この面積を当該
開発区域の面積に含む。）が５００平方メートル以上の開発行為又は建築行為 

エ 建築物の延べ面積が５００平方メートル以上の開発行為又は建築行為 
オ ６戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発行為又は建築行為 
カ ３戸以上の戸建住宅の建築を目的とする開発行為又は建築行為 

(6) 小規模開発事業 開発事業以外の開発行為又は建築行為をいう。 
(7) 開発事業等 開発事業及び小規模開発事業をいう。 
(8) 開発区域 開発事業等を行う土地の区域をいう。 
(9) 事業者 開発事業等に係る行為の注文者及び請負契約によらないで自らその行為をする者をい
う。 

(10) 事業者等 事業者及び工事施工者をいう。 
(11) 公共・公益施設等 道路、照明施設、交通安全施設、雨水流出抑制施設、下水道施設、公園、
緑地、ごみ集積所、消防水利施設その他住民の公共の福祉又は利便のために必要な施設をいう。 

（適用範囲） 
第３条 この条例は、本市の区域内において行われる開発事業等について適用する。ただし、次に掲
げる事業については、この限りでない。 
(1) 都計法第１２条第１項各号に掲げる事業 
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行われる開発事業等 
(3) その他市長が認めるもの 

（市民の責務） 
第４条 市民は、自ら良好な生活環境を創出するよう努め、この条例に定める手続が適切かつ円滑に
行われるよう協力しなければならない。 

（事業者の責務） 
第５条 事業者は、開発事業等を行うに際し、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう
協力しなければならない。 

２ 事業者は、開発事業等を行うに際し、周辺住民等との紛争が生じないよう努めるとともに、紛争
が生じた場合には、誠意をもって必要な措置を講じなければならない。 

（市の責務） 
第６条 市は、第１条の目的を達成するため、開発事業等が行われる場合において、適切な指導及び
調整を行い、この条例が適正かつ円滑に運用されるよう必要な措置を講じなければならない。 
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（総合的な計画等への適合） 
第７条 開発事業等は、関係法令に適合するとともに、市の総合的な計画に沿うものでなければなら
ない。 

２ 開発事業等は、開発区域において都計法第１１条に基づく都市施設に関する都市計画又は都計法
第１２条の４に規定する地区計画が定められているときは、当該都市計画又は地区計画に即したも
のでなければならない。 

第２章 開発事業 
（開発事業の事前協議）  
第８条 開発事業を行おうとする事業者（以下この章において「開発事業者」という。）は、開発事
業に着手する前に、開発事業事前協議申請書（以下この章において「事前協議申請書」という。）
を市長に提出し、市長と協議し、及び開発事業事前協議書（以下「事前協議書」という。）を締結
しなければならない。 

２ 市長と開発事業者が事前協議書で締結する事項は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 都計法に定める基準に係る事項 
(2) 第１９条の技術基準に係る事項 
(3) その他必要と認める事項 

３ 事前協議書の締結は、開発事業に係る法令の規定による許可、認可その他これらに相当する行為
（規則で定めるものを除く。）の申請前にしなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による協議に当たり、市の施策との整合を図るため、開発事業者に対し必
要な助言又は指導を行うことができる。 

５ 市長は、第１項の規定による協議に当たり、公共・公益施設等の整備について、開発事業者に適
切な負担を求めることができる。 

（事前協議書の締結手続） 
第９条 市長は、事前協議書で協議すべき具体的な事項を、前条第１項の規定による事前協議申請書

の提出の日から４０日以内に、開発事業者に対し示すものとする。 
２ 市長は、大規模な開発事業その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長すること

ができる。この場合において、開発事業者に対し、当該期間内に文書で延長の期間及び理由を通知
しなければならない。 

（開発事業の変更） 
第１０条 開発事業者は、事前協議申請書の提出から事前協議書の締結までの間に、当該事前協議申
請書の内容を変更（開発事業者の変更を含む。）しようとするときは、当該変更に着手する前に、
その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 開発事業者は、事前協議書の締結後に事前協議申請書の内容を変更しようとするときは、開発事
業変更事前協議申請書（以下この章において「変更事前協議申請書」という。）をあらかじめ市長
に提出し、当該変更について協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしよう
とするときは、この限りでない。 

３ 市長は、前項の規定による協議の結果、開発事業変更事前協議書（以下「変更事前協議書」とい
う。）を開発事業者と締結するものとする。 

４ 第８条第３項から第５項まで並びに前条第１項及び第２項の規定は、第２項の規定による協議に
ついて準用する。この場合において、第８条第３項中「事前協議書」とあるのは、「変更事前協議
書」と、同条第４項及び第５項中「第１項」とあるのは、「第１０条第２項」と、前条第１項中
「事前協議書」とあるのは「変更事前協議書」と、「事前協議申請書」とあるのは、「変更事前協
議申請書」と読み替えるものとする。 

（計画の公開） 
第１１条 開発事業者は、開発事業に係る計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該
開発事業に伴う事前協議申請書の提出後、直ちに当該計画の概要を示す標識を設置しなければなら
ない。 

（工事の着手及び完了の届出） 
第１２条 開発事業者は、開発事業に関する開発行為、建築行為及び土地利用の変更（以下「工事」
という。）に着手したときは、当該工事に着手した日から起算して５日以内に、その旨を市長に届
け出なければならない。 

２ 開発事業者は、工事が完了したときは、当該工事が完了した日から起算して１０日以内に、その
旨を市長に届け出なければならない。 

（工事の検査） 
第１３条 市長は、前条第２項の規定による届出があったときは、当該工事について、事前協議書及
び変更事前協議書（以下「協議書等」という。）との適合について検査をしなければならない。 

２ 市長は、前項の検査の結果、当該工事が協議書等と適合していると認めるときは工事検査済証を、
適合していないと認めるときは是正すべき内容及びその期限を記載した工事検査結果指示書を同項
の検査をした日から起算して１０日以内に、開発事業者に交付しなければならない。 

３ 事業者は前項の工事検査結果指示書の内容を是正したときは、是正結果報告書を提出し、是正事
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項の確認を受けなければならない。 
４ 市長は、前項の是正事項が協議書等と適合していると認めるときは、工事検査済証を当該是正が

なされたことを確認した日の翌日から起算して１０日以内に開発事業者に交付しなければならない。 
（開発事業の廃止等） 
第１４条 開発事業者は、事前協議申請書又は変更事前協議申請書の提出後に開発事業を廃止したと
きは、当該開発事業を廃止した日から起算して１０日以内にその旨を市長に届け出なければならな
い。この場合において、当該開発事業に係る公共・公益施設等を原状に回復するとともに、規則で
定めるところにより周知しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合その他開発事業が廃止されたと認められる場合で、
土砂の流出その他災害の発生を防止するための措置を講じる必要があると認めるときは、当該開発
事業者に対し土砂の除去その他安全のために必要な措置を講じることを命ずることができる。 

第３章 小規模開発事業 
（小規模開発事業の事前申請） 
第１５条 小規模開発事業を行おうとする事業者（以下この章において「小規模開発事業者」とい
う。）は、小規模開発事業に着手する前に、小規模開発事業申請書を市長に提出しなければならな
い。 

２ 市長は、前項の規定による小規模開発事業申請書の提出に当たり、小規模開発事業者に対し、公
共・公益施設等の整備について適切な負担を要請することができる。 

（確認書の交付等） 
第１６条 市長は、小規模開発事業申請書が提出されたときは、第２０条の技術基準により、当該小
規模開発事業の実施に当たり行うべき措置その他必要と認める事項について審査し、適合している
と認めるときは、小規模開発事業者に小規模開発事業確認書（以下「確認書」という。）を交付し
なければならない。 

２ 市長は、小規模開発事業申請書の提出の日から３０日以内（建築行為の場合は１０日以内）に、
小規模開発事業者に確認書を交付しなければならない。 

３ 市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長すること
ができる。この場合において、小規模開発事業者に対し、当該期間内に文書で延長の期間及び理由
を通知しなければならない。 

４ 小規模開発事業者は、確認書が交付される前に、建基法第６条第１項又は第６条の２第１項の確
認の申請をしてはならない。 

（小規模開発事業の廃止） 
第１７条 小規模開発事業者は、小規模開発事業申請書の提出後に当該小規模開発事業を廃止したと

きは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該小規模開発事業
に係る公共・公益施設等を原状に回復しなければならない。 

第４章 開発事業等の基準 
（都計法に基づく基準） 
第１８条 都計法に定める開発許可の基準は、同法に定めるもののほか、三郷市都市計画法に基づく
開発許可等の基準に関する条例（平成１５年条例第１０号）、三郷市都市計画法に基づく開発許可
等の基準に関する条例施行規則（平成１５年規則第２９号）及び別表第１に定めるところによる。 

（開発事業の技術基準） 
第１９条 開発事業の技術基準は、別表第２に定めるもののほか、規則で定めるところによる。 
（小規模開発事業の技術基準） 
第２０条 小規模開発事業の技術基準は、別表第３に定めるもののほか、規則で定めるところによる。 
（土地利用基準） 
第２１条 土地利用基準は、別表第４に定めるもののほか、規則で定めるところによる。 

第５章 雑則 
（事業者の承継） 
第２２条 事業者について一般承継（相続又は合併をいう。）又は特定承継があった場合において、
この条例に基づく被承継人の行為は、相続人その他の一般承継人又は特定承継人（以下「相続人
等」という。）の行為とみなし、被承継人に対する行為は、相続人等に対して行われたものとみな
す。 

（公共・公益施設等の引き継ぎ） 
第２３条 この条例において、市に引き継ぐ開発事業等に係る公共・公益施設等及び公共・公益施設
等の用に供する土地は、他の法令又は条例に定めがある場合を除き、開発事業の工事検査済証の交
付されたとき又は小規模開発事業の工事を完了したときに、遅滞なく引き継ぐものとする。  

２ 事業者は、公共・公益施設等及び公共・公益施設等の用に供する土地を市に引き継ぐときは、質
権及び抵当権は事前に消滅するものとし、賃借権その他物上負担があるときで、これらを排除する
必要があるときには、事前に消滅するものとする。 

（報告及び立入検査） 
第２４条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等又は工事監督者に対し、当該開
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発事業等に関する報告又は資料の提出を求めることができる。 
２ 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を開発区域若しくは建築物内に立ち入らせ、
必要な事項を調査させ、又は関係者に質問をさせることができる。 

３ 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に求められた
ときは、これを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（勧告） 
第２５条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、期限を定め
て必要な措置を講じるよう勧告することができる。 
(1) 第７条の規定に違反して開発事業等を計画したとき。 
(2) 第８条第１項の規定に違反して開発事業を行ったとき。 
(3) 第１０条第３項の規定に違反して開発事業を行ったとき。 
(4) 第１１条の規定に違反して標識を設置しないとき。 
(5) 第１２条の規定に違反して開発事業に関する工事の届け出しないとき。 
(6) 第１４条第１項の規定に違反して届け出しないとき、原状に回復しないとき、又は周知しない
とき。 

(7) 第１５条第１項の規定に違反して小規模開発事業を行ったとき。 
(8) 第１７条の規定に違反して届け出しないとき、又は原状に回復しないとき。 

２ 市長は、前項各号に規定する場合のほか、この条例の規定に違反している事業者等に対し、必要
に応じてこの条例の遵守に必要な事項について勧告することができる。 

（命令） 
第２６条 市長は、事業者等が前条の規定に基づく勧告に従わない場合は、開発事業等その他の行為
を停止し、又は相当な期限を定めて違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。 

２ 市長は、事業者等が偽りその他の不正な手段により、事前協議書若しくは変更事前協議書を締結
し、又は確認書若しくは工事検査済証の交付を受けたときは、開発事業等その他の行為を停止し、
又は期限を定めて違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。 

（公表） 
第２７条 市長は、事業者等が前条の規定による命令に従わなかったときは、当該事業者等の氏名又
は名称、命令の内容その他市長が必要と認める事項を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により、事業者等の氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ当該事業
者等に当該公表の内容及び理由を通知し、事業者等に対して意見を述べる機会を与えなければなら
ない。 

３ 市長は、事業者等が前項の規定により意見を述べたときは、第１項の規定による事業者等の氏名
等の公表に際し、当該意見の要旨も併せて公表しなければならない。 

（委任） 
第２８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
   附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 小規模開発事業における別表第４イの項敷地面積の欄第１項の規定の適用については、平成２５

年１２月３１日までの間、１２０平方メートル以上とするように努めるものとする。 
３ 小規模開発事業において、平成２５年１２月３１日まで建築物の敷地として利用されている区画
で、区画の変更のない敷地を建築物に利用する場合は、別表第４イの項敷地面積の欄第１項の規定
にかかわらず、当該土地の面積とする。 

４ 小規模開発事業における別表第４イの項敷地面積の欄第２項の規定の適用については、平成２５
年１２月３１日までの間、同項の規定にかかわらず開発区域の区画の面積を１００平方メートル以
上とする。 

附 則(平成２２年９月２２日条例第１７号) 
この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

 
 
 
別表第１―別表第４（省略） 
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平成２２年１１月１８日 
三郷市規則第３３号 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則 
 
（趣旨） 
第１条 この規則は、三郷市開発事業等の手続等に関する条例（平成２１年条例第３４号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 
第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 
（都計法第３２条の協議が必要な開発事業の事前協議書） 
第３条 都計法第３２条による協議が必要な開発行為において締結する事前協議書は、条例第８条の
事前協議書にあっては公共施設に関する協議及び開発事業事前協議書とし、条例第１０条の変更事
前協議書にあっては公共施設に関する変更協議及び開発事業変更事前協議書とする。 

（事前協議締結前に手続を開始できる許可等） 
第４条 条例第８条第３項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の承認又は同法第３２条第１項若しくは第９１
条第１項の許可 

(2) 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２４条第１項の許可 
(3) 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第１項及び第５条第１項の許可 
(4) 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２０条の承認又は同法第２４条、第２６条第１項若し
くは第５５条第１項の許可 

(5) 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第３０条の許可 
  (6) 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項の許可 

(7) その他市長が認めるもの 
（開発事業等の軽微な変更） 
第５条 条例第１０条第２項の規則で定める軽微な変更は、都市計画法施行規則（昭和４４年建設省

令第４９号）第２８条の４各号に掲げるものその他市長が軽微な変更と認めるものとする。 
２ 事業者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を開発事業（変更）事前協議変更

届により市長に届け出なければならない。 
（標識の設置） 
第６条 条例第１１条の標識は、事業者が開発区域内の道路と接する公衆の見やすい場所に、風雨に

より容易に破壊又は倒壊しない方法で設置するとともに、当該標識の記載事項が不鮮明にならない
よう維持管理しなければならない。 

２ 前項の標識の設置期間は、工事が完了した日までとする。ただし、都計法、建基法その他の法令
に基づき標識を設置する場合においては、当該法令に規定する標識の設置期間とする。 

（工事の検査等） 
第７条 事業者は、市長が必要と認める場合に限り、工事の進捗に応じて条例第１２条第２項の規定

による届出の前に開発事業工事中間検査依頼書を提出し、中間検査を受けなければならない。 
２ 都計法第３２条による協議が必要な開発行為の工事検査済証は、条例第１３条の工事の検査に適

合した場合に交付する。この場合において、当該開発行為における条例第１３条第２項の工事検査
済証は、都市計画法施行規則に規定する工事検査済証とする。 

３ 市は、事業者が公共・公益施設等の用に供する土地を市に引き継ぐ場合において、工事の検査日
までに嘱託登記に必要な書類が提出されないときには、当該工事が協議書等に適合していないもの
とみなし、工事検査結果指示書を交付するものとする。 

４ 事業者は、工事検査済証を交付した日（都計法に基づく開発行為においては工事完了公告の翌
日）から１年を経過する日までに、市に引き継いだ開発事業等に係る公共・公益施設等が工事の瑕
疵により沈下、破損等をした場合には、事業者の負担で補修するものとする。ただし、当該期間内
に公共・公益施設等の管理者による工事の実施又は工事の承認が行われた部分は、この限りでない。 

（開発事業の廃止の周知） 
第８条 条例第１４条第１項の規定による周知は、文書、看板その他の適切な方法によるものとする。 
（小規模開発事業の特例） 
第９条 市は、開発事業が完了する区域内に予定建築物を建築する目的で行う小規模開発事業におい

て、事業者が開発事業の完了日までに小規模開発事業計画書を提出した場合には、その提出をもっ
て条例第１５条第１項の小規模開発事業申請書を提出したものとみなす。 

２ 市は、都計法第５３条第１項の建築の許可の申請、同法第５８条の２第１項の建築物の建築の届
出等又は都市計画法施行規則第６０条第１項の開発行為若しくは建築に関する証明書等の交付申請
を要する小規模開発事業において、事業者が小規模開発事業計画書を提出した場合には、その提出
をもって条例第１５条第１項の小規模開発事業申請書を提出したものとみなす。 

３ 前２項の場合において、提出された小規模開発事業計画書が条例第２０条の小規模開発事業の技
術基準に適合しているときには、市長は、条例第１６条第１項の確認書を交付するものとする。
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（開発事業の技術基準） 
第１０条 条例第１９条に規定する規則で定める開発事業の技術基準は、別表第１のとおりとする。 
（小規模開発事業の技術基準） 
第１１条 条例第２０条に規定する規則で定める小規模開発事業の技術基準は、別表第２のとおりと
する。 

（土地利用基準） 
第１２条 条例第２１条に規定する規則で定める土地利用基準は、別表第３のとおりとする。 
（事業者の承継） 
第１３条 開発事業を承継する者は、条例第２２条の規定により開発事業を一般承継する場合にあっ
ては開発事業承継届により届け出るものとし、同条の規定により開発事業を特定承継する場合にあ
っては開発事業特定承継承認申請書により申請するものとする。 

（勧告等の形式） 
第１４条 条例第２５条の規定による勧告、条例第２６条の規定による命令又は条例第２７条第２項
の規定による通知は、それぞれ文書により行うものとする。 

２ 条例第２７条第１項に規定する公表は、掲示場への掲示、閲覧及びインターネットを利用する方
法により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。 

（様式） 
第１５条 条例及びこの規則の規定により使用する様式の名称は、別表第４に掲げるとおりとする。

ただし、都計法第３２条による協議が必要な開発行為において提出する書類の様式のうち、都市計
画法施行規則及び三郷市都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則（昭和６０年規則第５
号）に規定されている様式は、当該規定の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、法令に規定する様式の内容が、条例に規定する様式の内容以上のもの
であると市長が認めるときは、当該法令に規定する様式を使用することができる。 

（その他） 
第１６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則施行の際現に提出済の開発行為等事前協議申請書に係る開発行為等の基準等については、なお従前の例に

よる。 

   附 則（平成２５年７月２４日規則第４８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２９年３月２４日規則第１４号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にな

された開発事業等の申請等について適用し、同日前になされた開発事業等の申請等については、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年３月２５日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にな

された開発事業等の申請等について適用し、同日前になされた開発事業等の申請等については、なお従前の例による。 

   附 則（令和４年３月２８日規則第１７号） 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則（令和４年１２月２１日規則第４３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の三郷市開発事業等の手続等に関する条例施行規則別表第１の規定は、この規則の施行の日

以後に申請がされた開発事業の事前協議について適用し、同日前になされた開発事業の事前協議については、なお従

前の例による。 

 

別表第１―別表第９（省略） 
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●担当課（問い合わせ先）一覧 
 

担 当 部 署 所  在 主 な 相 談 内 容 

まちづくり推進部 

 

開発指導課 

開発指導係 
本庁舎 ３階 

048(930)7742 

・三郷市開発事業等の手続等に関する条例に関すること。 

・都市計画法（開発許可等）に関すること。 

・道路位置指定に関すること。 

・地域コミュニティ施設の整備に関すること。 

・宅地造成及び特定盛土規制法に関すること。 

建築指導係 
本庁舎 ３階 

048(930)7743 

・建築基準法に関すること。 

・中高層事業報告書に関すること。 

・福祉のまちづくり条例に関すること。 

・建設リサイクル法に関すること。 

・省エネの合理化等に関する法律に関すること。 

・低炭素化の促進に関すること。  

都市 

デザイン課 
都市景観係 

本庁舎 ３階 

048(930)7740 

・地区計画の届出に関すること。 

・駐車場法に関すること。 

・都市計画法第５３条許可申請に関すること。 

・三郷市景観条例の事前協議に関すること。 

・屋外広告物の許可等に関すること。 

まちづくり 

事業課 

まちづく

り・企業立

地推進係 

本庁舎 ３階 

048(930)7746 

・土地区画整理事業に関すること。 

・土地区画整理法第７６条許可申請に関すること。 

・産業振興地区に関すること。 

みどり 

公園課 

花とみどり

の係 

本庁舎 ３階 

048(930)7745 

・緑地の整備に関すること。 

・公園の整備に関すること。 

建設部 

 

道路課 

道路管理係 
本庁舎 ３階 

048(930)7733 

・道路の整備に関すること。 

・市道の占用の許可及び承認に関すること。 

・道路等の寄附、採納に関すること。 

・浄化槽の処理排水及び雨水排水の放流に関すること。 

道路係 
本庁舎 ３階 

048(930)7734 
・都市計画道路に関すること。 

河川課 治水管理係 
本庁舎 ３階 

048(930)7735 

・雨水流出抑制施設の整備に関すること。 

・浄化槽の処理排水及び雨水排水の放流に関すること。 

・水路の占用の許可及び承認に関すること。 

・特定都市河川浸水被害対策法(雨水浸透阻害行為の許可

等)に関すること。 

下水道課 計画管理係 
本庁舎 ３階 

048(930)7737 
・公共下水道、排水設備の整備に関すること。 

危機管理 

防災課 

危機管理係 
本庁舎 ５階 

048(930)7832 
・ハザードマップに関すること。 

地域防災係 
本庁舎 ５階 

048(952)1294 
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市民生活部 

 

生活安全課 

 

交通安全係 

 

本庁舎 ２階 

048(930)7720 

・照明施設及び交通安全施設の整備に関すること。 

・自動車駐車場、自転車駐車場の整備に関すること。 

クリーン 

ライフ課 

 

清掃美化係 

 

本庁舎 ２階 

048(930)7718 
・ごみ集積所の設置、整備に関すること。 

 

環境保全係 

 

本庁舎 ２階 

048(930)7716 

・三郷市公害防止条例に関すること。 

・土砂の堆積の規制に関すること。 

・アイドリング・ストップ看板の設置、整備に関すること。 

環境政策室 
本庁舎 ２階 

048(930)7715 
・エネルギー消費の抑制に関すること。 

市民課 市民係 
本庁舎 １階 

048(930)7701 
・住民登録に関すること。 

地域振興部 

 
商工観光課 

商工労政 

観光係 

本庁舎 ２階 

048(930)7721 

・工場立地法の届出に関すること。 

・大規模小売店舗立地法の届出に関すること。 

農業振興課 農業振興係 
本庁舎 ２階 

048(930)7722 

・浄化槽の処理排水及び雨水排水の放流に関すること。

（市街化調整区域内の水路に限る。） 

市民活動 

支援課 
市民交流係 

本庁舎 ２階 

048(930)7714 
・自治会に関すること。 

農業委員会 

事務局 
農地係 

本庁舎 ２階 

048(930)7820 
・農地転用許可及び届出に関すること。 

生涯学習部 

 
生涯学習課 生涯学習係 

本庁舎 ４階 

048(930)7759 
・埋蔵文化財に関すること。 

学校教育部 

 学 務 課 学務係 
本庁舎 ４階 

048(930)7756 
・小中学校の通学路及び学区割等に関すること。 

こども未来部 

 
こども 

政策課 

こども 

政策係 

健康福祉会館 

３階 

048(930)7816 

・保育所に関すること。 

いきいき健康部 

 介護保険課 介護給付係 

健康福祉会館 

２階 

048(930)7792 

・地域密着型サービスに関すること。 

消防本部 

 警 防 課 

消防係 
消防本部・消防署 

２階：事務室 

三郷市中央 5-45-4 

048(952)1293 

・消防水利施設の設置、整備に関すること。 

（消火栓・防火水槽） 

救急救助係 
・消防活動用空地及び進入路の設置、整備に関する

こと。 

水道部 

 施 設 課 

 

給水係 

 

水道部庁舎 

２階：事務室 

三郷市茂田井 200 

048(952)7101 

・上水道、給水装置の整備に関すること。 
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●提出書類などの入手方法 
ホームページでダウンロードできます。また、窓口でも配布しています。  
 

② ここをクリック 

④ここをクリック 

③ ここをクリック 

① ここをクリック 
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平成２３年 ９月１日改訂      第３版 

平成２８年 １月１日改訂      第４版 

平成２８年１０月１日改訂      第５版 

平成２９年 ４月１日改訂      第６版 

（令和 ２年 ４月１日一部修正） 

（令和 ４年 ４月１日一部修正） 

令和 ５年 ４月 １日改訂     第７版 

（令和 ６年 ４月１日一部修正） 

令和 ７年 ７月１日改訂      第８版 
 
                 

三郷市開発事業等の手続等に関する条例 

（開発事業の手引き） 

三郷市まちづくり推進部開発指導課 

〒341－8501 三郷市花和田６４８番地１ 

 

TEL ０４８－９３０－７７４２(直通) 

FAX ０４８－９５３－８９８１ 


